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助
正
問
答
（
助
正
箋
・
助
正
芟
柞　

対
望
）

【
前
述
】

●
箋
１
（
Ｐ
350
）

一
師
（
石
泉
和
上
）、
般
舟
讃
を
龍
原
に
講
ぜ
ら
れ
た
り
。
談
じ
て
曰
く
、
安
心

は
廃
立
、
行
儀
は
助
正
と
。
弊
社
の
中
、
そ
の
師
説
と
異
な
る
に
よ
り
て
、
疑
い
を

生
ず
る
者
あ
り
。
龍
原
は
命
を
徴
し
て
、
こ
れ
を
批
判
を
致
せ
よ
と
な
り
。
道
振
こ

れ
を
辞
す
、
命
も
ま
た
辞
せ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
厳
命
の
遂
に
辞
し
難
し
。

▼
芟
１
（
Ｐ
376
）

厳
命
を
受
け
し
は
、
独
り
異
者
の
み
な
れ
ど
、
今
の
叙
異
は
道
振
と
共
に
二
人
の

手
に
出
で
た
り
と
ぞ
。
同
穴
の
野
狐
、
種
々
に
扮
戯
を
な
す
か
な

●
箋
２
（
Ｐ
350
）

竊
に
思
念
す
る
に
、
こ
れ
が
弁
を
な
さ
ん
に
は
、
三
の
不
可
な
る
こ
と
あ
り
。

▼
芟
２
（
Ｐ
376
）

ま
こ
と
に
不
可
な
り
と
思
わ
ば
、
な
ど
始
め
よ
り
黙
せ
ざ
る
。

●
箋
３
（
Ｐ
350
）

彼
師
は
実
に
祖
門
の
俊
良
、
輩
は
黄
口
の
孺
子
な
り
。

▼
芟
３
（
Ｐ
376
）

異
者
こ
れ
ま
で
、
処
々
に
大
言
を
吐
き
て
、
己
を
高
じ
、
叡
を
非
す
る
こ
と
、
お

の
れ
聞
か
じ
と
思
う
か
や
。

●
箋
４
（
Ｐ
350
）

諍
は
、
我
を
増
長
し
、
和
合
を
破
す
る
の
み
。
法
に
於
て
何
の
益
す
る
と
こ
ろ
か

有
ら
ん
。

▼
芟
４
（
Ｐ
377
）

異
者
ら
は
人
我
を
増
長
す
べ
け
れ
ど
も
、
吾
は
道
心
を
長
養
す
。
利
益
少
な
き
に

非
ず
。
諍
論
は
、
必
ず
人
我
を
も
っ
て
す
る
こ
と
と
思
う
か
。
黒
谷
と
顕
真
等
の
諸

徳
と
、
大
原
に
会
す
る
を
見
よ
。

●
箋
５
（
Ｐ
350
）

法
の
魔
障
な
る
や
諍
よ
り
大
な
る
は
無
し
、
智
者
必
ず
遠
離
す
る
こ
と
百
由
旬
。

▼
芟
５
（
Ｐ
378
）

世
俗
の
諍
に
も
、
君
子
な
る
あ
り
、
小
人
な
る
あ
り
。
仏
法
の
中
に
も
、
ま
た
如

法
あ
り
、
不
如
法
あ
り
。

不
如
法
の
諍
は
名
利
の
為
に
し
、
如
法
の
諍
は
仏
法
を
光
顕
す
。
も
し
実
に
魔
障

た
る
こ
と
を
知
ら
ば
、
何
ぞ
讒
言
し
、
処
々
に
悪
言
を
吐
き
散
ら
せ
し
。

●
箋
６
（
Ｐ
350
）

此
の
三
不
可
あ
り
て
、
今
に
四
歳
、
其
の
弁
を
為
さ
ず
。
去
夏
、
二
た
び
其
の
命

あ
り
て
、
是
に
於
て
筆
硯
に
就
か
ん
と
す
。
試
み
に
文
を
解
し
義
を
取
る
。
取
捨
は

他
の
識
者
に
一
任
す
。

▼
芟
６
（
Ｐ
379
）

三
不
可
は
不
可
に
非
ず
、
こ
れ
浮
虚
の
遊
辞
な
り
。
去
夏
始
め
て
筆
硯
に
就
く
と

云
う
こ
そ
、
大
な
る
偽
り
な
れ
。

こ
れ
ま
で
作
出
せ
し
疑
難
、
三
本
あ
り
て
、
部
党
の
も
の
に
は
許
し
て
書
写
せ
し

め
と
ぞ
。
こ
れ
な
ん
其
の
中
の
一
本
な
る
べ
し
。

竊
に
部
内
に
衆
心
を
結
び
、
四
方
に
流
言
せ
し
め
、
世
を
挙
げ
て
石
泉
こ
そ
不
正

義
な
り
と
悪
ま
し
む
。
山
主
の
督
発
も
二
た
び
三
た
び
に
は
非
ず
。
ま
こ
と
に
尊
重

の
こ
こ
ろ
な
ら
ば
、
な
ど
催
促
を
待
た
ず
し
て
、
疾
く
疑
問
せ
ざ
る
。
そ
れ
陽
に
指

斥
せ
ず
し
て
、
陰
に
自
満
す
る
。
此
の
下
の
叙
異
、
見
識
あ
る
も
の
唾
し
て
笑
う
べ

し
。
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【
立
義
】

●
箋
７-

１
（
Ｐ
351
）

大
行
は
願
力
回
向
の
大
道
な
り
。
第
十
七
願
に
依
っ
て
こ
れ
を
建
立
す
。
第
十
七

願
は
諸
仏
の
称
名
を
誓
う
。
こ
れ
衆
生
の
所
聞
。
こ
の
所
聞
法
体
を
明
す
中
に
於
い

て
衆
生
報
恩
の
行
を
示
す
。
如
実
修
行
相
応
の
故
に
。

獲
信
の
行
者
は
名
義
に
随
順
す
、
こ
れ
を
以
て
諸
仏
と
同
く
讃
嘆
の
列
に
就
く
。

然
れ
ば
標
挙
の
諸
仏
称
名
と
い
う
も
の
、
こ
の
中
に
ま
た
衆
生
の
称
名
を
摂
す
べ
し

（
本
行
末
行
）。

▼
芟
７-

１
（
Ｐ
380
）

真
実
行
と
は
衆
生
の
能
行
に
し
て
、
そ
の
体
第
十
八
願
の
乃
至
十
念
な
り
。
第
十

七
願
お
よ
び
成
就
を
引
く
は
、
所
聞
処
に
於
い
て
能
行
を
明
か
す
。（
跨
節
）
聞
く

ま
ま
に
こ
れ
を
行
ず
、
こ
れ
他
力
称
名
に
し
て
、
自
力
に
非
ざ
る
こ
と
を
示
す
。

所
聞
の
法
体
は
、
上
の
真
実
教
の
「
説
如
来
本
願
。
為
経
宗
致
。
即
以
仏
名
号
。

為
経
体
。」（
所
信
教
巻
）
是
な
り
。

異
者
の
法
体
と
い
う
も
の
、
標
挙
の
一
箸
を
依
所
と
す
。（
Ｐ
385
）

然
れ
ば
、
標
挙
の
下
に
「
選
択
本
願
の
行
」
と
い
う
も
の
い
か
が
思
う
や
。
汝
の

執
ず
る
所
の
法
体
、
彼
に
在
て
未
だ
行
者
の
手
に
入
ら
ず
。
異
者
の
解
す
る
と
こ
ろ

は
、
諸
仏
を
主
と
な
し
、
兼
ね
て
衆
生
を
摂
す
。
全
く
顕
行
の
大
体
を
知
ら
ず
。

※

私
謂
く

こ
れ
甚
だ
し
き
誤
解
な
り
。
所
信
法
体
は
領
受
す
れ
ば
、
称
名
を
待
た

ず
し
て
能
信
処
に
在
り
。
六
字
釈
に
即
是
其
行
と
云
う
は
、
こ
の
衆
生
往

生
の
行
体
に
し
て
所
信
な
り
。

正
し
く
第
十
七
願
の
、
諸
仏
讃
嘆
に
あ
た
る
も
の
は
、
真
実
教
な
り
。
然
る
に
顕

行
に
第
十
七
願
を
標
挙
す
る
も
の
は
、
受
行
の
全
体
、
即
所
教
の
法
に
し
て
。
衆
生

の
称
名
、
即
諸
仏
の
称
名
な
る
こ
と
を
表
せ
ば
な
り
。

●
箋
７-

２

行
巻
の
中
、
行
に
広
略
あ
り
。
広
と
は
五
念
。
略
と
は
称
名
。
建
章
に
「
大
行
者

称
無
碍
光
如
来
名
」
と
の
た
ま
う
。
こ
れ
称
名
の
略
な
る
も
の
な
り
。

▼
芟
７-

２

広
略
の
行
と
い
う
こ
と
、
い
ず
れ
の
文
義
あ
り
や
。
称
名
は
五
念
中
の
随
一
。
称

名
は
称
名
、
五
念
は
五
念
。
行
を
広
略
を
も
っ
て
分
つ
こ
と
、
文
義
と
も
に
な
き
こ

と
な
り
。

●
箋
７-

３

行
巻
の
引
証
の
中
に
、
論
と
論
註
と
を
引
く
。
中
に
五
念
門
あ
り
。

▼
芟
７-

３

援
引
の
中
、
五
念
の
名
あ
り
と
雖
も
、
そ
の
行
相
、
欠
減
し
て
不
完
（
下
の
箋
14

に
消
釈
す
）。
こ
れ
豈
に
所
応
修
と
な
す
に
堪
え
ん
や
。

●
箋
７-

４

如
来
永
劫
の
間
に
五
念
二
利
の
行
を
修
満
し
、
名
号
を
成
就
す
。
こ
の
名
号
、
諸

仏
の
称
揚
に
よ
り
て
、
衆
生
の
聞
信
を
成
ず
。
そ
の
信
処
所
満
の
功
徳
、
ま
た
行
者

の
三
業
に
流
れ
て
、
報
恩
の
五
念
と
な
る
。
こ
の
行
の
当
体
全
く
仏
行
な
れ
ば
、
法

体
と
無
二
な
り
。

五
と
も
に
真
法
、
こ
の
中
真
仮
浅
深
を
見
ず
。
同
じ
く
一
心
の
所
流
に
し
て
、
倶

に
報
恩
の
行
な
り
。
更
に
助
正
の
相
を
見
ず
（
五
念
相
発
）。

▼
芟
７-

５

蓋
し
、
一
論
の
所
詮
は
、
光
闡
一
心
な
り
。
広
く
五
念
門
を
顕
す
は
、
こ
れ
を
行

に
寄
せ
て
、
一
心
の
体
義
を
形
す
施
設
道
な
り
（
一
心
体
具
）。
未
だ
必
ず
し
も
、

行
者
に
こ
れ
を
修
せ
し
め
る
こ
と
を
欲
せ
ず
。

五
念
門
は
正
し
く
は
法
蔵
菩
薩
の
所
修
、
こ
の
功
徳
を
回
向
し
て
、
衆
生
の
所
応

修
と
為
す
。
た
だ
こ
れ
一
行
、
一
句
の
名
号
な
り
。

行
者
の
所
応
修
と
す
る
と
き
は
、
称
名
と
余
行
と
、
本
願
・
非
本
願
の
別
あ
り
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て
、
助
正
相
分
る
（
五
念
非
相
発
）。
是
を
以
て
、
五
念
門
中
、
行
者
の
所
修
は
た

だ
称
名
一
行
、
余
は
み
な
助
業
な
り
。

行
者
の
三
業
に
起
す
五
念
を
、
全
く
み
な
仏
行
と
す
る
も
の
は
、
甚
だ
非
な
り
。

一
心
等
流
は
称
名
念
仏
の
み
。
故
に
、
称
の
字
を
釈
し
て
云
く
「
知
軽
重
也
〜
俗
作

秤
〜
」。
証
文
に
云
く
「
称
は
は
か
り
と
い
ふ
こ
こ
ろ
な
り
〜
」。

※
私
謂
く

称
（
ハ
カ
リ
）
＝
名
号
が
そ
の
ま
ま
称
に
出
る
と
云
う
。
こ
の
譬
喩
不

可
な
り
。
物
を
秤
に
載
せ
て
も
、
物
が
そ
の
ま
ま
出
で
は
せ
ぬ
。

称
の
ハ
カ
リ
は
名
の
軽
重
を
知
る
な
り
。
即
ち
、
称
名
に
於
て
、
徳
用

の
軽
重
、
利
益
の
程
が
知
ら
れ
る
な
り
（
一
多
文
意
）。

行
者
三
業
の
行
を
、
如
来
の
所
修
と
せ
ば
、
豈
に
此
く
の
如
く
浅
々
な
ら
ん
や
。

も
し
そ
の
深
な
れ
ば
、
苦
悩
の
衆
生
を
し
て
、
皆
法
蔵
菩
薩
と
為
さ
し
む
る
や
。

こ
れ
易
行
道
に
非
ず
。

※

私
謂
く

法
蔵
の
五
兆
の
願
行
は
、
通
行
を
以
て
別
行
の
一
句
を
成
ず
。
相
発
す

る
は
、
別
行
（
名
号
救
済
法
）
の
五
念
な
り
。
通
行
の
ま
ま
出
は
せ
ぬ
。

仏
の
タ
ス
ケ
ル
働
き
が
三
業
に
出
る
。
そ
れ
は
即
ち
、
衆
生
の
タ
ス
カ

ル
安
堵
の
相
な
り
。

石
泉
和
上
も
已
に
、
一
句
の
名
号
を
回
向
す
と
云
え
り
。
こ
れ
別
行
な

り
。

●
箋
８-

１
（
Ｐ
352
）

終
南
の
五
正
行
の
ご
と
き
は
、
行
巻
に
引
ず
し
て
、
化
巻
に
こ
れ
を
引
き
て
細
判

す
。

▼
芟
８-

１
（
Ｐ
387
）

散
善
義
中
、
五
正
行
は
、
他
力
心
を
も
っ
て
浄
土
の
行
を
修
す
。
故
に
、
皆
、

「
一
心
」
と
い
う
。
こ
れ
招
喚
中
の
「
一
心
正
念
」
な
り
。
選
択
集
中
、
全
く
彼
を

承
け
、
五
正
行
に
五
番
の
得
を
示
す
。
当
に
知
る
べ
し
、
終
南
・
黒
谷
の
い
わ
ゆ
る

五
正
行
は
、
弘
願
他
力
の
行
な
る
こ
と
を
。

我
が
大
谷
は
、
そ
の
散
善
義
を
、
顕
信
中
に
引
け
り
。
ま
た
顕
行
中
に
選
択
集
一

部
を
引
く
意
あ
る
が
故
に
、
顕
行
中
に
、
五
種
正
行
、
正
助
二
業
ま
た
こ
れ
あ
り
。

助
正
と
五
正
行
と
は
、
た
だ
開
合
の
異
に
し
て
、
倶
に
弘
願
な
り
。

而
し
て
化
身
土
に
至
っ
て
、
復
更
に
散
善
義
を
引
き
て
、
五
正
を
方
便
に
通
ぜ
し

む
る
は
、
所
迷
を
以
て
、
能
迷
を
釈
す
る
な
り
。（
以
所
迷
釈
能
迷
）

※

私
謂
く

是
れ
牽
強
付
会
な
り
。
杜
撰
な
会
通
と
云
う
べ
し

助
正
は
弘
願
の
法
門
な
れ
ど
も
、
そ
の
法
体
の
相
、
同
じ
き
を
も
っ
て
、
且
く
助

正
の
名
を
要
門
に
通
ぜ
し
め
て
説
く
。
も
し
、
助
正
を
平
視
し
て
一
等
と
な
す
者
、

こ
れ
要
門
の
行
者
な
る
が
故
に
。

異
者
、
終
南
・
黒
谷
の
立
義
を
、
討
究
せ
ず
、
今
家
大
谷
の
相
伝
を
詳
ら
か
に
せ

ず
、
五
正
行
は
唯
、
化
巻
に
引
く
と
い
う
は
、
杜
撰
の
甚
だ
し
き
な
り
。
況
や
顕
化

に
弘
願
助
正
を
細
判
明
示
す
。
異
者
、
見
ず
や
。

●
箋
８-

２

彼
の
五
正
行
の
中
に
は
、
第
四
の
称
名
に
三
番
の
簡
あ
り
て
、
そ
の
純
粋
な
る
も

の
を
、
行
巻
に
合
す
。

▼
芟
８-

２

顕
化
の
中
、
何
所
に
こ
の
成
文
あ
る
や
。
或
い
は
、
こ
れ
下
の
五
専
の
隨
一
を
要

門
と
し
、
唯
称
を
真
門
と
す
る
等
の
誤
謬
の
謂
か
。

終
南
の
所
明
は
、
弘
願
他
力
の
念
仏
に
し
て
、
真
金
美
玉
の
如
し
。
異
者
こ
れ

を
、
帯
権
の
法
と
し
て
、
鑛
璞
の
如
き
も
の
と
お
も
へ
り
。
帯
権
の
法
、
豈
に
仏
願

に
順
ぜ
ん
や
。
諸
行
と
伍
を
な
し
て
、
要
門
に
入
り
、
或
い
は
真
門
自
力
の
念
仏
と

な
る
こ
と
は
、
皆
こ
れ
行
者
の
こ
れ
を
誤
る
に
由
り
て
な
り
。

※
私
謂
く

こ
の
謂
い
は
、
帯
方
便
の
誤
解
な
り
。
具
さ
に
は
、
帯
方
便
弘
願
説
と

云
う
べ
し
。
方
便
を
指
示
す
る
に
は
非
ず
、
所
説
は
正
し
く
弘
願
を
説
く
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な
り
。
然
る
に
、
そ
の
説
相
を
窺
う
に
、
相
似
黙
許
の
二
義
あ
り
て
、
廃

立
を
厳
と
せ
ず
、
従
容
に
し
て
漸
次
に
従
仮
入
真
せ
し
む
る
に
あ
り
。
こ

れ
終
吉
の
教
化
を
宗
意
未
尽
と
判
じ
、
達
意
の
機
と
未
熟
の
機
が
出
る
所

以
な
り
。

其
の
フ
ォ
ロ
ー
は
高
祖
に
於
て
さ
れ
る
。
こ
の
一
連
の
教
化
、
終
吉
高

祖
、
権
人
の
善
巧
と
窺
う
も
の
な
り
。

若
し
、
助
正
に
約
し
て
簡
ぶ
も
の
を
純
粋
と
謂
わ
ば
、
彼
の
中
の
文
義
に
順
ぜ

ず
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
の
中
に
「
已
顕
真
実
行
之
中
畢
」
と
い
う
は
、
彼
の
下
に
こ

れ
を
出
し
て
、「
唯
称
仏
名
」
と
い
う
。
こ
れ
助
正
中
の
随
一
な
り
。

●
箋
８-

３

行
巻
に
吉
水
の
三
簡
を
引
く
も
の
と
、
彼
此
照
応
せ
り
。

▼
芟
８-

３

こ
れ
ま
た
然
ら
ず
。
彼
此
の
義
、
こ
れ
別
な
り
。
化
身
土
の
唯
称
仏
名
は
、
真
実

助
正
。
黒
谷
の
「
猶
傍
〜
」
と
い
へ
る
は
、
こ
れ
仮
な
る
も
の
な
り
。

【
五
念
五
正
五
異
】

●
箋
９
（
Ｐ
352
）

今
更
に
五
念
五
正
、
相
い
対
し
て
そ
の
異
を
弁
ぜ
ば
、
略
し
て
五
異
あ
り
。

▼
芟
９
（
Ｐ
389
）

無
稽
の
憶
説
。
妄
り
に
義
門
を
張
る
。
一
々
駁
す
る
こ
と
左
の
如
し
。

●
箋
10-

１
（
Ｐ
352
）

一
に
は
、【
所
依
経
典
の
異
】。

五
念
は
大
経
に
依
て
立
つ
。

▼
芟
10-

１
（
Ｐ
389
）

論
は
三
経
を
通
申
す
。
五
念
は
一
部
の
に
遍
す
る
の
義
門
、
何
ぞ
偏
依
大
経
と
謂

い
得
る
や
。
況
や
復
た
観
察
門
の
如
き
、
正
し
く
こ
れ
観
経
の
所
説
な
り
。

※

私
謂
く

観
察
の
義
、
異
訳
大
経
に
存
す
。
必
ず
し
も
観
経
を
持
ち
来
る
要
な
き

か
。

浄
土
の
宗
師
、
三
経
を
用
る
に
、
そ
の
部
旨
を
分
か
つ
あ
り
、
分
か
た
ざ
る
あ

り
。
そ
の
分
か
た
ざ
る
は
、
論
主
論
家
こ
れ
な
り
。
三
経
と
も
に
一
仏
の
荘
厳
を
彰

す
と
す
る
が
故
に
。

●
箋
10-

２

本
願
の
十
念
を
開
し
て
五
念
と
す
。（
十
念
即
五
念
）

▼
芟
10-

２

ま
た
、
十
念
の
念
と
五
念
の
念
と
は
、
名
義
し
ば
ら
く
別
な
り
。
五
念
の
念
は
、

心
念
な
り
。
十
念
の
念
は
、
称
念
な
り
。
さ
れ
ば
、
五
念
門
の
中
に
し
て
は
、
別
し

て
讃
嘆
門
に
入
る
。

※

私
謂
く

念
の
義
は
本
こ
れ
心
念
な
り
。
ま
た
註
に
よ
れ
ば
、
十
念
即
五
念
と
云

う
べ
し
。
五
念
往
生
を
釈
し
て
後
、
三
願
的
証
に
て
、
十
八
願
十
念
往
生

を
釈
す
が
故
に
。

●
箋
10-

３

五
正
は
観
経
に
依
て
こ
れ
を
立
つ
。
蓋
し
正
雑
は
去
行
の
通
別
な
り
。

▼
芟
10-

３

こ
れ
ま
た
何
等
の
た
は
ご
と
ぞ
や
。
一
心
専
読
誦
、
こ
の
観
経
、
弥
陀
経
、
無
量

寿
経
等
と
い
う
。
上
に
専
ら
往
生
経
の
行
に
依
る
と
云
う
は
、
正
依
の
三
部
経
な
ら

ず
や
。
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●
箋
10-

４

経
に
観
・
称
・
礼
は
、
正
行
に
約
し
て
説
き
、
読
誦
・
讃
供
は
、
正
し
く
雑
行
に

約
し
、
兼
ね
て
正
行
に
通
ず
。

▼
芟
10-
４

上
品
中
生
に
は
、
解
第
一
義
の
理
観
を
説
く
。
何
ぞ
、
正
行
に
の
み
約
す
と
云
わ

ん
。

●
箋
11-

１
（
Ｐ
352
）

二
に
は
【
建
立
義
門
の
異
】。

五
念
は
従
本
向
末
の
義
勢
あ
り
。
仏
正
行
を
本
と
し
て
、
衆
生
行
を
末
と
す
。
一

心
を
を
本
と
し
て
、
五
念
を
末
と
す
。
一
心
等
流
な
る
が
故
に
。

▼
芟
11-

１
（
Ｐ
392
）

夫
れ
五
念
五
行
、
同
じ
く
行
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
孰
れ
か
従
末
向
本
に
あ
ら
ん
。

論
の
五
念
門
は
一
心
の
体
義
を
施
設
し
、
散
善
義
の
五
正
行
は
、
正
し
く
行
者
所
応

修
の
行
儀
を
制
立
す
。

異
者
、
一
心
等
流
の
行
と
い
う
。
そ
れ
は
、
論
の
傍
意
に
し
て
、
そ
の
建
立
の
正

意
に
は
非
ざ
る
な
り
。
一
心
等
流
の
行
と
い
う
べ
き
は
、
五
正
行
な
り
。
一
々
に
一

心
の
言
を
冒
著
す
。

か
の
五
念
門
は
、
一
法
句
、
清
浄
句
、
智
慧
、
慈
悲
、
方
便
、
般
若
等
の
諸
経
の

法
門
を
開
会
し
、
五
門
の
中
に
は
、
蓮
華
蔵
の
名
を
出
し
、
五
念
五
門
対
排
し
て
、

各
別
の
因
行
と
す
る
。
み
な
こ
れ
施
設
道
の
釈
義
に
し
て
、
行
者
の
所
応
修
と
せ
ざ

る
故
な
り
。

※

私
謂
く

止
観
の
行
は
、
彼
土
の
所
修
な
り
。
作
願
観
察
二
門
、
彼
此
の
行
を
並

釈
す
。
回
向
は
独
り
彼
土
菩
薩
の
所
修
に
約
す
。
論
は
、
弥
陀
の
願
力
を

浄
土
菩
薩
に
寄
説
し
て
、
他
力
回
向
の
法
門
を
著
す
も
の
な
り
。

●
箋
11-

２

五
正
行
は
こ
れ
に
異
り
、
従
末
向
本
し
て
、
往
生
の
行
を
簡
ぶ
も
の
な
り
。
五
正

は
、
先
ず
雑
行
に
対
し
て
、
総
じ
て
五
得
を
明
か
し
、
次
に
称
名
を
選
取
し
、
以
て

本
願
行
と
判
じ
て
、
一
の
正
定
業
と
す
。

こ
の
正
定
業
を
機
に
被
ら
し
む
る
に
至
っ
て
は
、
更
に
一
重
の
簡
を
容
る
べ
し

（
化
巻
）。

▼
芟
11-

２

就
行
立
信
中
の
五
種
正
行
、
正
助
二
業
は
弘
願
の
行
儀
な
り
。
そ
の
弘
願
た
る
こ

と
昭
々
と
し
て
日
月
を
掲
ぐ
る
が
如
し
。
何
の
簡
を
か
容
れ
ん
。

こ
れ
黒
谷
の
「
猶
傍
於
助
業
」
等
と
い
う
も
の
と
同
じ
か
ら
ず
。
仮
は
こ
れ
付
属

の
釈
意
に
し
て
、
助
業
を
所
廃
と
す
。
こ
れ
要
門
な
り
。

●
箋
11-

３

疏
に
一
心
の
言
を
冠
ら
し
む
れ
ど
も
、
こ
れ
自
利
一
心
と
利
他
一
心
の
別
あ
り

（
二
巻
鈔
・
化
巻
）。
二
巻
鈔
に
、
六
一
心
六
専
修
と
の
た
ま
え
り
。
化
巻
の
判
に
依

ら
ば
、
前
五
は
彼
の
中
の
五
専
な
り
。
要
門
の
属
す
。
第
六
は
唯
称
な
り
。
六
一
心

不
同
に
し
て
、
同
分
際
に
非
ず
。

か
く
の
如
く
簡
あ
る
も
の
な
れ
ば
、
論
の
一
心
五
念
と
一
混
し
て
心
得
べ
か
ら

ず
。
た
だ
し
、
意
の
究
竟
す
る
辺
よ
り
見
る
と
き
は
、
論
の
一
心
五
念
と
、
そ
の
帰

を
同
じ
う
す
。

▼
芟
11-

３

一
心
同
流
の
義
、
論
に
在
っ
て
は
微
隠
、
散
善
義
に
在
っ
て
顕
著
な
り
。
二
巻
鈔

に
、
六
一
心
六
専
修
と
云
う
も
の
、
開
合
並
べ
標
す
。
開
中
の
五
と
合
中
の
一
と
な

り
。
二
利
に
通
ず
と
雖
も
、
散
善
義
の
当
分
は
利
他
な
り
。

●
箋
12-

１
（
Ｐ
353
）

三
に
は
【
真
仮
純
雑
の
異
】。

五
念
門
は
純
真
実
法
な
り
、
故
に
行
巻
に
こ
れ
を
引
く
。
五
正
行
は
真
仮
混
雑

す
、
故
に
化
土
巻
に
引
い
て
こ
れ
を
判
ず
。
こ
の
中
、
称
名
の
一
行
、
ま
た
三
番
の

簡
あ
り
て
直
ち
に
弘
願
と
せ
ず
。

▼
芟
12-

１
（
Ｐ
394
）
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五
念
門
と
五
正
行
と
、
み
な
弘
願
の
法
門
な
り
。
五
正
行
を
方
便
に
引
く
も
の

は
、
具
に
行
相
を
示
し
、
以
て
行
者
を
し
て
方
便
の
失
に
堕
さ
ざ
ら
し
む
も
の
也
。

（
以
能
迷
釈
所
迷
）

●
箋
12-
２

そ
の
三
と
は
、
五
専
の
専
名
は
位
要
門
に
居
す
、
五
正
の
随
一
な
る
が
故
に
（
淡

谷
師
の
説
）。
唯
称
の
中
に
行
は
専
に
し
て
心
は
雑
な
る
も
の
、
こ
れ
を
真
門
と
す
。

た
だ
専
修
専
心
の
も
の
を
弘
願
と
す
る
な
り
。

※

仰
高
記
（
二
十
一
丁
）

「
然
る
に
五
専
の
浅
深
、
位
、
雑
修
に
同
じ
…
五
正
行
に
於
て
、
正
助

を
弁
ぜ
ず
、
混
雑
し
て
修
す
、
名
づ
け
て
雑
修
と
曰
う
。
若
し
雑
行
に
対

せ
ば
、
亦
応
に
専
修
と
称
す
べ
し
…
五
正
に
於
て
一
に
随
っ
て
之
れ
を
専

ら
に
す
る
、
故
に
五
専
と
曰
う
。
要
門
の
修
相
な
り
、
故
に
未
だ
名
号
勝

義
を
知
ら
ず
。
適
、
専
名
は
但
だ
其
の
易
に
頼
る
、
下
下
品
の
如
し
。
唯

称
は
真
門
の
機
な
り
。
已
に
名
号
は
是
れ
善
本
徳
本
な
る
を
知
っ
て
策
励

専
称
す
。」

▼
芟
12-

２

唯
称
仏
名
、
こ
れ
弘
願
の
助
正
に
し
て
、
余
は
皆
要
門
な
り
。
淡
谷
の
貫
公
（
古

貫
師
）
は
、
真
門
念
仏
と
し
、
昨
夢
盧
師
（
僧
僕
和
上
）
は
弘
願
他
力
の
助
正
と

す
。今

、
文
義
を
熟
察
す
る
に
、
昨
夢
盧
の
説
、
甚
だ
聖
意
を
得
た
り
。
黒
谷
の
釈
、

も
と
助
正
に
二
有
り
。
真
に
し
て
立
す
る
（
二
行
章
）
と
、
仮
に
し
て
廃
す
る
も
の

（
三
選
文
）
な
り
。

五
番
の
得
は
克
論
す
る
に
、
も
と
称
名
一
行
の
具
徳
に
し
て
、
通
じ
て
余
の
四
に

被
る
も
の
な
り
。

黒
谷
は
、
本
願
の
念
仏
は
独
立
を
さ
せ
て
、
助
を
さ
さ
ぬ
な
り
と
の
た
ま
え
り
。

そ
れ
は
、
助
業
を
こ
こ
ろ
え
ぬ
人
の
過
に
て
こ
そ
あ
れ
、
行
体
に
は
関
せ
ず
（
法
相

を
以
て
正
助
を
立
つ
）。

●
箋
12-

３

二
巻
鈔
に
は
、
第
四
を
真
門
と
す
。

▼
芟
12-

３

異
者
ら
、
御
鈔
等
の
文
を
悪
取
し
て
、
五
正
行
、
助
業
と
さ
え
云
え
ば
、
皆
一
般

の
こ
と
に
思
う
。

彼
は
定
散
自
力
の
中
に
於
て
、
行
体
に
就
い
て
別
し
て
取
る
の
み
（
ｐ
468
）

●
箋
13
（
Ｐ
354
）

四
に
は
【
助
正
有
無
の
異
】。

五
念
の
中
に
は
助
正
あ
る
こ
と
な
し
。
故
に
五
通
じ
て
念
を
も
っ
て
呼
ぶ
、
同
一

念
仏
中
に
五
行
を
弁
別
す
る
が
故
に
。

是
を
以
て
五
念
の
第
二
は
讃
嘆
を
以
て
目
と
し
、
称
名
を
以
て
そ
の
行
相
と
す
。

一
論
に
は
助
正
を
立
て
ざ
る
も
の
ゆ
え
に
、
讃
と
称
と
互
い
に
出
し
て
称
仏
即
嘆
の

旨
を
知
ら
し
む
（
広
略
二
讃
に
は
本
質
的
差
な
し
）。

▼
芟
13
（
Ｐ
400
）

庸
愚
の
流
れ
、
助
正
を
方
便
の
教
義
と
見
て
、
絶
え
て
弘
願
門
内
に
無
き
所
と

す
。わ

が
先
師
、
東
嶽
、
大
経
、
御
鈔
等
を
講
じ
て
、
助
正
に
真
仮
の
両
途
あ
る
こ
と

を
明
か
す
。
安
永
録
、
光
謙
記
等
の
如
し
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
助
正
の
法
門
、
要

門
・
真
門
・
弘
願
通
じ
て
あ
る
こ
と
を
。

讃
嘆
門
に
称
名
を
出
す
こ
と
は
、
称
名
即
讃
嘆
を
示
す
に
は
非
ず
。
こ
れ
総
じ
て

口
業
の
行
を
類
聚
す
る
な
り
。

「
則
斯
無
礙
光
如
来　

摂
取
選
択
本
願
故
」（
二
門
偈
）
と
云
う
。
す
な
わ
ち
称
名

を
も
っ
て
、
選
択
本
願
と
す
る
な
り
。
五
念
の
中
、
特
に
、
こ
の
一
行
に
お
い
て
、

か
く
い
う
も
の
は
、
こ
れ
そ
の
正
業
な
る
こ
と
を
顕
わ
す
。
も
し
然
ら
ず
と
い
は

ば
、
何
故
ぞ
五
念
に
通
じ
て
選
択
本
願
な
り
と
い
わ
ざ
る
や

こ
の
称
名
を
如
来
回
向
の
全
現
す
る
と
こ
ろ
と
す
。
余
の
四
念
は
分
現
な
る
べ
し

（
全
現
分
現
）。
既
に
分
全
あ
り
。
浅
深
あ
り
。
尽
形
の
称
名
は
、
是
れ
信
楽
の
等
流

な
り
。

●
箋
14-

１
（
Ｐ
355
）
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五
に
は
【
行
相
難
易
の
異
】

五
念
門
は
こ
れ
至
易
の
行
に
し
て
、
何
な
る
下
機
も
行
ぜ
ら
る
る
も
の
な
り
。

観
察
も
広
く
三
種
を
観
ず
と
い
え
ど
も
、
略
す
れ
ば
た
だ
本
願
力
な
り
。
行
巻
に

論
の
観
仏
本
願
力
を
引
き
、
次
に
註
を
引
く
中
に
観
察
の
文
を
乃
至
し
給
う
も
の
、

蓋
し
こ
の
意
な
り
。
か
く
の
如
く
、
観
は
た
だ
所
聞
を
重
縁
ぜ
る
の
み
。
た
と
い
三

厳
を　
歴
観
す
る
も
、
た
だ
機
法
一
体
の
こ
と
わ
り
を
観
照
す
る
に
て
、
息
慮
凝
心

の
定
観
に
非
ず
。

回
向
ま
た
仏
の
往
相
回
向
の
ま
ま
を
用
い
る
な
れ
ば
、
上
の
讃
嘆
門
そ
の
行
相
と

な
る
。「
仏
慧
功
徳
を
ほ
め
し
め
て
〜
」
こ
れ
弘
願
人
の
大
回
向
な
り
。

▼
芟
14-

１
（
Ｐ
413
）

論
に
明
か
す
奢
摩
他
、
毘
婆
舎
那
、
回
向
は
こ
れ
大
菩
薩
の
所
行
に
し
て
、
凡
下

の
耐
ゆ
る
と
こ
ろ
に
非
ず
。

作
願
の
一
心
専
念
と
は
、
心
を
一
境
に
止
む
る
を
云
う
一
心
専
念
速
満
足
（
二
門

偈
）
の
句
は
、
散
善
義
に
取
り
て
、
加
釈
し
て
上
の
遇
の
字
を
顕
す
。
観
仏
本
願
力

の
観
は
、
彼
の
施
設
道
の
上
は
、
是
れ
生
信
の
方
便
な
り
。
起
観
生
信
と
云
う
が
故

に
（
Ｐ
410
）。

※

私
謂
く

作
願
観
察
は
彼
土
所
修
の
止
観
の
み
な
ら
ず
、
此
土
の
行
相
を
釈
す
。

石
泉
和
上
、
こ
れ
を
見
ず
や
。

し
か
る
に
「
善
男
子
善
女
人
修
五
念
門
行
」
と
し
て
一
切
男
女
通
じ
て
所
修
の
行

と
す
る
は
、
論
主
施
設
道
の
建
立
に
し
て
、
こ
れ
を
以
て
一
心
の
体
義
を
開
顕
す
る

も
の
な
り
。
五
念
門
を
も
っ
て
即
ち
行
者
の
所
応
修
な
り
と
す
る
に
は
非
ず
。

●
箋
14-

２

五
正
の
ご
と
き
は
、
行
相
こ
れ
難
。
唯
正
業
を
除
く
中
に
お
い
て
、
観
の
如
き
は

も
と
こ
れ
観
経
所
説
の
定
善
の
一
門
。
観
念
法
門
な
ど
に
明
か
せ
る
が
如
し
。
作
法

ま
こ
と
に
容
易
な
ら
ず
。
観
成
ま
た
極
め
て
難
し
。

▼
芟
14-

２

五
正
行
は
、
正
し
く
こ
れ
行
者
所
応
修
の
行
儀
な
り
。
称
名
は
本
願
行
に
し
て
、

一
切
の
威
儀
時
処
に
通
ず
。
前
三
後
一
は
別
し
て
道
場
の
修
法
に
約
す
。

観
察
は
常
途
の
仏
法
を
も
っ
て
こ
れ
を
い
え
ば
、
入
道
の
要
門
な
れ
ど
も
、
今
は

非
本
願
の
行
に
し
て
、
た
だ
こ
れ
一
箇
の
助
業
た
れ
ば
、
こ
れ
を
修
す
る
こ
と
を
必

と
せ
ず
。
讃
誦
・
讃
嘆
・
供
養
等
、
皆
こ
れ
に
准
ず
。
そ
れ
難
易
は
人
に
あ
り
、
根

性
に
従
っ
て
定
相
な
し
。

●
箋
15
（
Ｐ
356
）

上
来
の
五
異
は
そ
の
顕
著
な
る
も
の
に
約
す
。

▼
芟
15
（
Ｐ
416
）

何
の
顕
著
と
い
う
こ
と
あ
ら
む
。
五
異
は
五
異
に
非
ず
、
た
だ
こ
れ
戯
論
の
み
。

【
助
正
判
意
】

●
箋
16-

１
（
Ｐ
356
）

助
正
の
判
意
を
弁
ぜ
ば
、
助
正
は
従
末
向
本
、
重
々
に
廃
立
を
論
ず
。

ま
ず
聖
道
に
対
し
て
浄
土
を
立
し
、
そ
の
浄
土
の
業
因
に
つ
い
て
正
雑
を
分
別

す
。
余
方
に
通
ず
る
を
雑
行
と
し
、
純
西
方
の
行
を
正
行
と
名
づ
く
。
ま
た
五
正
行

お
の
お
の
往
生
の
行
と
な
る
に
非
ず
。
た
だ
称
名
一
種
の
み
、
こ
れ
如
来
本
願
の
行

に
し
て
、
安
楽
浄
土
の
正
定
の
業
因
と
な
る
も
の
な
り
。
そ
の
余
は
た
だ
正
業
を
助

成
す
る
の
業
な
り
と
判
ず
。
こ
れ
称
名
に
於
い
て
業
成
を
談
ず
る
が
故
に
。

も
し
高
祖
の
如
く
信
を
正
因
と
し
、
称
を
報
恩
と
明
断
し
た
ま
は
ば
、
起
行
は
こ

と
ご
と
く
報
恩
の
所
用
と
な
る
。
何
の
助
正
か
こ
れ
あ
ら
ん
。

▼
芟
16-

１
（
Ｐ
416
）

選
択
集
に
廃
立
を
論
ず
る
に
三
重
あ
り
。

教
相
は
聖
浄
に
止
ま
り
、
行
儀
は
正
雑
に
止
ま
り
、
安
心
は
助
を
廃
し
て
正
を
立

す
。廃

立
の
中
に
は
、
余
行
存
せ
ず
、
絶
待
の
正
定
業
な
り
。
そ
の
絶
待
な
る
も
の
、
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起
行
報
恩
門
に
出
て
、
余
行
に
相
待
し
て
助
正
に
分
か
る
こ
と
な
り
。

安
心
を
も
っ
て
い
え
ば
助
正
存
せ
ず
。
起
行
を
も
っ
て
い
え
ば
諸
行
し
た
ご
う
て

助
正
わ
か
る
。

●
箋
16-
２

正
因
を
口
称
に
寄
せ
て
説
く
故
に
、
行
に
助
正
を
分
か
つ
（
助
正
寄
顕
）。
名
号

正
定
業
、
信
心
正
定
業
の
と
き
は
、
助
に
対
し
て
名
を
得
る
に
非
ず
（
直
顕
）。
称

名
正
定
業
の
名
を
立
す
る
と
き
は
、
必
ず
助
の
対
す
べ
き
あ
り
。

※

私
謂
く

助
業
を
正
定
業
に
対
す
る
目
と
す
る
な
ら
ば
、
正
定
業
は
所
助
と
な
る

辺
（
不
独
立
の
念
仏
）
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
が
故
に
、
芿
園
義
の
如

く
、
称
名
正
定
業
を
帯
仮
と
せ
ざ
る
を
得
ず
。

▼
芟
16-

２

信
心
を
正
因
と
い
え
ど
も
、
お
の
が
心
念
を
執
じ
て
つ
の
り
と
せ
ば
、
こ
れ
報
土

の
真
因
に
は
非
ず
。
口
称
を
執
ず
る
を
斥
ふ
と
も
、
心
念
も
能
念
の
功
を
執
ぜ
ば
、

ま
た
自
力
。

行
者
の
受
法
に
つ
い
て
前
後
を
語
れ
ば
、
心
念
先
に
在
っ
て
口
称
は
そ
の
後
な

り
。
往
生
決
定
す
る
こ
と
を
克
示
す
れ
ど
も
、
心
念
を
以
て
即
ち
正
因
と
な
す
に
は

非
ず
。

正
因
は
願
力
な
り
。
心
念
は
正
因
領
受
の
始
め
な
る
の
み
（
禀
受
前
後
）。
然
れ

ば
、
心
念
も
願
力
、
口
称
も
願
力
、
両
体
無
二
（
一
体
不
二
）。
何
ぞ
偏
に
心
念
を

正
因
と
し
て
、
口
称
を
寄
説
と
い
は
む
（
信
称
等
分
）。

三
信
は
内
に
潜
ん
で
、
称
名
の
自
力
を
離
れ
た
る
こ
と
を
明
か
し
（
信
弁
行
意
）、

十
念
は
外
に
形
れ
て
、
信
心
常
途
に
非
ず
、
名
願
力
を
信
ず
る
の
心
な
る
こ
と
を
示

す
（
行
顕
信
体
）。（
Ｐ
409
）

※

私
謂
く

名
号
即
称
名
と
し
、
称
名
教
示
を
信
心
教
示
と
同
格
に
み
て
直
顕
と
す

（
信
称
一
徹
）。

異
者
、
信
心
を
以
て
法
体
と
称
名
を
へ
だ
て
、
永
く
こ
れ
を
分
つ
。
終
南
・
黒
谷

の
い
わ
ゆ
る
称
名
を
ば
、
逗
機
の
方
便
と
す
。
こ
の
こ
と
い
ず
れ
に
あ
り
や
。

●
箋
17
（
Ｐ
357
）

然
る
に
安
楽
浄
土
の
正
定
の
業
因
と
な
る
も
の
は
、
弥
陀
名
号
に
し
て
、
専
称
の

口
業
力
に
非
ず
。
然
る
に
専
称
を
し
て
正
定
業
と
名
づ
く
る
も
の
は
、
猶
、
樹
を
動

か
し
て
風
を
訓
が
ご
と
し
。
蓋
し
時
機
を
観
察
せ
る
善
巧
の
転
教
な
り
。

そ
の
転
教
と
は
実
を
転
じ
て
権
を
教
ふ
る
に
非
ず
。
教
意
の
所
在
は
、
願
力
無
作

を
領
知
せ
し
む
る
に
あ
れ
ど
も
、
教
語
は
な
お
逗
（
投
げ
る
、
留
め
る
）
機
の
相
を

帯
す
。
口
称
に
由
っ
て
生
を
得
る
に
似
た
る
が
故
に
（
相
似
）。

▼
芟
17
（
Ｐ
421
）

疏
の
「
転
教
」
は
一
往
こ
れ
を
見
れ
ば
、
本
心
を
息
め
、
逐
機
の
縁
に
従
う
に
似

た
れ
ど
も
、
そ
の
実
は
、
接
誘
俯
逮
の
事
に
非
ず
。

異
者
、
か
の
「
転
教
」
と
い
う
こ
と
を
僻
解
し
て
、
こ
れ
を
台
宗
の
所
謂
、
始
め

に
大
を
以
て
し
て
は
、
擬
宜
し
て
入
ら
ず
、
寂
場
の
後
、
大
を
息
め
て
小
を
説
く
が

如
く
思
う
ら
む
。
錯
哉
錯
哉
。

異
者
、
実
を
転
じ
て
権
を
教
う
る
に
非
ず
と
は
、
他
の
妨
難
を
怖
れ
る
遁
辞
な

り
。異

者
、
称
名
を
生
因
に
非
ず
と
い
う
。
非
因
を
因
と
説
く
、
何
ぞ
権
教
に
非
ず
と

謂
う
や
。
下
に
教
語
に
は
猶
逗
機
の
相
を
帯
す
と
云
う
。
こ
れ
帯
方
便
教
道
を
為
す

こ
と
明
ら
か
な
り
（
帯
仮
と
方
便
の
混
同
）。

※

私
謂
く

往
因
決
定
に
約
せ
ば
非
因
な
り
。
尅
果
力
用
に
約
せ
ば
業
因
な
り
。
初

決
定
の
な
き
相
続
に
於
て
、
初
決
定
の
事
を
談
ず
る
時
は
、
寄
顕
と
云
わ

ざ
る
を
得
ず
。

然
る
に
、
往
因
決
定
の
時
尅
に
約
す
、
所
謂
唯
信
独
達
は
、
高
祖
の
化

風
に
非
ず
、
歴
代
の
化
風
な
り
。
況
ん
や
、
終
吉
の
化
風
に
は
非
ざ
る
な

り
（
化
風
三
段
説
）。
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称
名
・
信
心
、
共
に
こ
れ
往
生
の
業
因
に
し
て
、
定
ん
で
一
な
り
（
一
体
不
二
）。

定
ん
で
一
な
ら
ば
、
何
故
に
称
名
を
転
教
と
為
し
、
信
心
を
直
顕
と
為
す
や
。
若
し

称
名
・
信
心
、
異
な
ら
ば
、
往
生
の
道
路
、
多
岐
に
し
て
一
條
に
非
ず
と
す
る
や
。

異
者
、
称
名
・
信
心
を
対
弁
し
て
、
称
名
の
功
を
揀
去
す
る
。
爾
れ
ば
、
た
だ
信

の
能
信
の
機
功
の
生
因
を
成
じ
て
、
別
願
不
思
議
力
の
功
に
非
ず
や
。

●
箋
18
（
Ｐ
357
）

教
意
に
達
し
て
教
語
に
滞
ら
ざ
る
と
き
は
、
口
称
の
功
を
計
せ
ず
、
能
称
の
功
を

亡
ず
る
と
き
は
、
助
正
ま
た
相
を
泯
じ
、
正
雑
の
廃
立
即
二
力
の
廃
立
と
な
る
。

▼
芟
18
（
Ｐ
428
）

能
行
即
所
行
の
全
体
な
り
。
こ
の
行
即
ち
信
な
り
。
異
者
、
こ
の
法
、
彼
に
在
っ

て
未
だ
衆
生
の
手
に
入
ら
ず
と
い
い
、
強
い
て
所
行
法
体
と
な
す
。
こ
れ
他
力
大
行

を
顕
す
に
足
ら
ず
。
決
し
て
開
山
の
意
に
非
ず
。

●
箋
19
（
Ｐ
358
）

終
南
の
正
意
は
、
如
来
回
向
の
正
行
を
領
受
せ
し
一
心
等
流
の
行
に
、
五
種
を
開

説
せ
し
も
の
な
り
。
こ
の
一
心
よ
り
流
出
せ
る
処
の
、
称
礼
念
は
仏
行
の
全
ず
る
に

し
て
、
凡
夫
自
力
の
行
に
非
ず
。
如
来
の
行
を
行
ず
る
な
り
。
彼
此
三
業
不
相
捨

離
、
こ
れ
に
よ
り
て
成
る
。

▼
芟
19
（
Ｐ
430
）

こ
れ
一
段
の
邪
説
を
添
う
。
異
者
、
如
来
回
向
中
に
五
行
を
ひ
ら
く
と
い
う
。
こ

れ
読
誦
等
、
も
と
名
号
体
内
の
具
徳
、
そ
れ
を
出
し
来
て
五
正
行
と
い
う
や
。
こ
の

こ
と
他
流
（
西
山
）
に
い
わ
れ
て
、
定
散
諸
善
、
名
号
の
功
徳
に
し
て
、
定
散
を
修

す
る
が
即
ち
名
号
を
修
す
る
と
い
う
に
似
た
り
。

そ
れ
弥
陀
因
中
に
万
行
を
修
す
と
い
え
ど
、
そ
の
万
行
は
選
定
し
て
一
名
号
と
な

る
。
弘
願
の
行
者
、
如
来
選
定
の
ま
ま
行
じ
て
、
そ
の
中
を
分
別
せ
ず
、
こ
の
故

に
、
称
名
一
行
を
も
っ
て
、
こ
と
に
正
業
と
名
づ
け
前
三
後
一
を
助
業
と
す
。
名
号

中
に
万
行
あ
り
と
い
え
ど
も
、
そ
の
万
行
は
一
行
と
な
る
。
行
者
所
修
の
読
誦
等
を

も
っ
て
、
こ
れ
を
名
号
の
徳
と
い
う
べ
か
ら
ず
。

※

私
謂
く

通
行
（
法
蔵
所
修
）
と
別
行
（
名
号
法
）
と
を
分
別
せ
ざ
る
が
故
に
、

箋
者
こ
の
難
を
受
く
。

●
箋
20-

１
（
Ｐ
358
）

然
る
に
、
特
に
称
名
一
行
を
簡
ん
で
正
定
業
と
す
る
も
の
は
、
五
の
中
に
は
た
だ

こ
の
一
行
の
み
、
法
体
全
顕
せ
る
を
も
っ
て
の
故
に
、
所
行
の
徳
を
能
行
に
寄
せ
て

談
ず
る
な
り
。

※

鮮
妙
和
上
（
正
雑
二
行　

百
論
下　

ｐ
235
）

「
一
正
行
を
呼
ぶ
と
き
は
、
五
種
と
も
に
正
定
業
の
義
な
り
。」

▼
芟
20-

１
（
Ｐ
433
）

称
名
の
一
行
法
体
全
顕
と
は
、
上
に
勉
強
し
て
三
業
五
念
平
等
と
説
く
も
の
、
こ

こ
に
至
っ
て
自
ら
潰
る
。
分
・
全
す
で
に
異
に
し
て
不
平
等
な
る
が
故
に
。

看
よ
看
よ
、
邪
説
の
成
ず
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
他
人
の
破
を
ま
た
ず
。

●
箋
20-

２

能
称
の
功
を
認
め
ず
ば
、
五
行
に
何
の
勝
劣
か
あ
ら
ん
。
勝
劣
な
け
れ
ば
、
助
正

何
ぞ
存
せ
ん
。
よ
く
意
に
達
す
る
も
の
は
、
終
日
助
正
を
い
え
ど
も
、
終
日
助
正
を

忘
る
。

▼
芟
20-

２

聞
名
信
喜
の
一
心
は
能
聞
能
信
、
往
因
を
成
ず
る
か
。
は
た
所
聞
所
信
の
名
号
願

力
、
往
因
と
な
る
か
。
も
し
能
聞
能
信
な
り
と
い
わ
ば
、
こ
れ
行
者
の
計
度
に
し
て

自
力
信
心
な
り
。
も
し
所
聞
所
信
な
り
と
い
わ
ば
、
称
名
大
行
と
何
の
別
あ
ら
ん
。

大
行
の
称
名
は
、
称
名
と
い
へ
ど
能
称
の
功
を
ま
た
ず
、
た
だ
こ
れ
願
力
不
思
議
を

行
ず
る
が
故
に
。

仏
祖
相
承
し
て
信
心
を
す
す
む
る
も
の
は
、
機
受
こ
れ
を
先
に
せ
ざ
れ
ば
、
願
力

不
思
議
を
了
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
が
故
に
。
機
受
に
前
後
あ
り
と
い
え
ど
も
、
唯
一

願
力
に
し
て
先
後
な
し
（
行
信
同
時
）。
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●
箋
21
（
Ｐ
359
）

称
名
必
生
と
云
う
が
故
に
、
行
に
助
正
を
判
ず
（
寄
顕
）。
聞
信
即
生
と
談
ず
る

が
故
に
、
助
正
あ
る
こ
と
な
し
（
直
顕
）。
称
名
必
生
の
教
に
於
い
て
、
聞
信
即
生

の
旨
を
了
す
る
と
き
は
、
助
正
に
於
い
て
即
ち
助
正
を
亡
ず
。

▼
芟
21
（
Ｐ
433
）

異
者
、
称
名
と
聞
名
と
を
か
た
く
分
か
ち
て
二
と
し
、
水
油
の
相
合
わ
ざ
る
が
如

き
に
思
う
。
さ
て
は
異
者
は
終
南
・
黒
谷
、
安
心
の
上
に
助
正
を
分
か
ち
た
ま
う
と

云
う
な
り
け
り
。
安
心
は
廃
立
に
し
て
、
助
正
は
行
儀
門
な
り
。

●
箋
22-

１
（
Ｐ
359
）

廃
立
に
三
重
あ
り

　

一
、
正
雑

　

二
、
助
正

　

三
、
自
力
他
力

▼
芟
22-

１
（
Ｐ
434
）

選
択
集
の
初
の
三
章
は
、
次
第
に
、
教
相
（
傍
正
）
行
儀
（
助
正
）
安
心
（
廃

立
）
を
明
か
す
。

※

私
謂
く

二
行
章
の
助
は
、
業
因
門
に
約
す
る
名
に
て
行
儀
門
に
非
ず
。
三
輩
章

に
助
念
仏
と
同
ず
る
が
故
に
。
彼
の
二
行
章
、
略
し
て
正
雑
二
行
を
判

じ
、
未
だ
隠
伏
し
て
、
正
助
の
義
を
出
さ
ざ
る
の
み
。

※

仰
高
記

「
初
め
に
開
い
て
五
種
と
な
す
、
後
に
合
し
て
二
種
と
な
す
。
彼
の
二

行
章
、
略
し
て
二
行
を
判
ず
る
の
み
、
故
に
此
の
二
義
、
一
往
別
無
し
。

本
願
章
よ
り
こ
れ
を
視
る
に
、
別
意
無
き
に
非
ず
、
助
を
傍
ら
に
し
て
正

を
専
ら
に
す
る
故
に
。」

能
化
の
起
説
に
就
い
て
麁
よ
り
細
に
向
か
う
。
こ
の
意
を
以
て
は
、
後
の
三
重
廃

立
も
教
相
・
行
儀
・
安
心
に
於
て
す
。
安
心
の
行
儀
に
出
る
が
故
に
、
第
四
の
称
名

ま
た
即
ち
安
心
な
り
。
い
ず
れ
の
文
に
か
、
黒
谷
の
称
名
正
業
、
機
に
約
す
れ
ば
、

更
に
自
力
の
簡
ぶ
べ
き
有
り
と
の
た
ま
う
か
。

口
に
あ
ら
わ
る
る
称
名
を
、
内
に
戻
せ
ば
即
ち
信
心
。
信
心
と
て
別
物
に
非
ず
、

た
だ
こ
れ
心
に
名
号
を
受
け
ら
れ
た
る
な
り
（
一
体
不
二
）。

●
箋
22-

２

初
重
の
所
廃
は
永
く
廃
し
て
、
二
た
び
用
う
べ
か
ら
ず
。
有
相
の
凡
夫
は
、
そ
の

物
あ
れ
ば
、
そ
の
情
な
き
こ
と
能
わ
ざ
る
が
故
に
。
又
、
念
報
仏
恩
は
、
た
だ
そ
の

仏
を
念
ず
れ
ば
足
る
が
故
に
。

第
三
に
至
っ
て
執
じ
て
往
因
に
擬
す
る
の
情
を
廃
す
。
そ
の
行
体
は
、
廃
せ
ず
。

五
種
の
行
、
共
に
一
弥
陀
に
係
属
す
る
処
の
法
な
る
が
故
に
、
其
の
体
、
五
念
と
別

物
に
非
ず
。

▼
芟
22-

２

有
相
の
凡
夫
、
物
有
れ
ば
情
な
き
こ
と
能
わ
ず
と
云
う
を
以
て
、
異
類
を
と
ら
ず

と
云
わ
ば
。
同
類
の
助
業
も
ま
た
そ
の
情
あ
る
べ
し
、
何
と
て
廃
せ
ざ
る
。

そ
の
仏
を
念
ず
れ
ば
足
る
と
云
う
を
以
て
、
同
類
の
み
を
取
る
と
云
わ
ば
、
た

だ
、
念
仏
の
み
を
行
じ
て
、
一
切
の
礼
誦
等
を
廃
す
べ
し
。

●
箋
22-

２

さ
れ
ど
建
立
の
大
体
、
五
念
と
趣
き
異
な
る
故
に
、
大
谷
の
大
成
に
至
っ
て
は
、

信
後
の
行
儀
報
恩
の
所
用
は
、
五
念
に
依
っ
て
五
正
行
に
依
ら
ず
。
行
巻
に
引
く
と

不
引
と
、
化
巻
の
釈
と
不
釈
と
に
て
知
る
べ
し
。

▼
芟
22-

２

五
念
五
正
の
不
同
、
上
に
弁
ず
る
が
如
し
。

行
巻
に
不
引
と
は
、
文
に
泥
ん
で
義
を
窺
わ
ざ
る
も
の
な
り
。
そ
の
五
念
を
引
く

と
い
う
も
、
こ
れ
ま
た
彼
の
意
に
非
ず
、
上
に
弁
ず
る
が
如
し
。

化
巻
に
不
釈
と
は
、
行
儀
五
正
行
、
其
の
誤
っ
て
化
土
の
業
因
と
為
す
を
恐
れ
る

が
為
な
り
（
以
能
迷
釈
所
迷
）。
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【
二
文
一
理
】

●
箋
23
（
Ｐ
360
）

問　
今
、
二
文
一
理
の
難
を
以
て
、
行
儀
に
助
正
あ
る
こ
と
を
証
せ
ん
。

一
、
信
巻
に
疏
の
助
正
を
引
く
。

二
、
口
伝
鈔
、
助
業
を
傍
ら
に
す
る
文
。

一
理
は
、
行
に
於
て
助
正
を
判
ず
る
時
は
、
権
実
分
明
な
り
。
廃
立
の
安
心
に
準

則
す
る
行
儀
な
る
が
故
に
。

こ
れ
ら
の
こ
と
如
何
。

▼
芟
23
（
Ｐ
438
）

こ
の
難
、
異
者
の
為
の
良
薬
な
り
。

●
箋
24-

１
（
Ｐ
360
）

答　

助
正
、
正
に
取
る
た
め
な
ら
ば
、
宜
し
く
行
巻
に
引
き
給
う
べ
し
。

一
心
専
念
等
の
文
は
、
釈
迦
の
所
勧
（
唯
信
仏
語
）、
諸
仏
の
所
証
（
就
人
立
信
）

に
し
て
本
願
の
義
な
り
。
然
る
に
、
正
業
の
文
ば
か
り
を
引
き
給
わ
ず
し
て
、
助
雑

の
文
を
引
き
給
う
は
、
こ
れ
所
廃
を
出
す
の
み
。

▼
芟
24-

１
（
Ｐ
438
）

顕
信
の
意
、
安
心
を
起
行
に
於
て
顕
す
。
不
惑
の
起
行
は
報
恩
の
大
行
な
り
。
報

恩
の
大
行
（
行
巻
）
は
常
に
願
力
を
信
ず
。
是
れ
則
ち
安
心
（
信
巻
）
に
拠
の
有
る

と
こ
ろ
な
り
。

●
箋
24-

２

助
業
も
し
用
う
べ
き
な
ら
ば
、
何
ぞ
具
に
五
正
行
を
引
か
ざ
る
に
、
文
、「
除
此

正
助
」
等
の
文
は
雑
行
に
し
て
所
簡
な
り
。
助
正
も
こ
れ
所
簡
に
非
ず
や
。

▼
芟
24-

２

安
心
門
よ
り
す
れ
ば
、
助
業
も
雑
行
と
同
じ
く
揀
ば
る
と
雖
も
、
而
も
正
業
得
失

不
同
あ
る
こ
と
、
文
面
に
炳
如
た
り
。

●
箋
24-

３

若
し
雑
行
は
所
簡
、
正
助
は
所
取
な
り
と
な
ら
ば
、
彼
の
引
文
、
何
ぞ
「
若
修
前

正
助
二
行
」
等
の
文
を
乃
至
し
給
え
る
。

▼
芟
24-

３

「
若
修
」
等
を
乃
至
す
る
は
唯
是
れ
省
略
す
る
の
み
。
異
者
、
若
し
正
行
の
得
を

略
す
る
を
以
て
助
正
を
取
ら
ず
と
せ
ば
、
雑
行
の
失
を
略
す
る
は
、
是
を
捨
て
ざ
る

と
す
る
や
。

※

私
謂
く

こ
の
信
巻
の
引
用
、
助
業
を
簡
ん
で
、
信
具
念
仏
を
立
つ
る
に
あ
り
。

助
業
は
、
兼
行
の
修
相
に
し
て
、
自
力
心
を
示
せ
ば
な
り
。
雑
行
は
是
れ

但
二
重
廃
立
（
行
体
・
行
相
）
の
意
を
知
ら
せ
ん
が
為
に
略
示
す
る
の

み
。

●
箋
25-

１
（
Ｐ
361
）

口
伝
鈔
の
上
に
読
誦
を
指
し
て
助
業
と
し
た
ま
え
る
は
、
こ
れ
旧
名
を
存
す
る
な

り
。
さ
れ
ば
と
て
覚
宗
主
、
信
後
の
行
に
助
業
を
た
て
た
ま
う
に
非
ず
。

※

私
謂
く

「
衣
食
住
の
三
は
。
念
仏
の
助
業
也
。」（
和
語
灯
）
も
同
様
な
り
。

▼
芟
25-

１
（
Ｐ
442
）

称
名
は
如
来
本
願
の
行
、
そ
の
余
は
付
属
の
行
。
君
臣
の
別
な
る
が
如
く
、
其
の

体
助
正
、
法
爾
な
れ
ば
な
り
。
異
者
、
之
を
喚
ぶ
に
旧
名
を
以
て
す
と
云
う
、
何
の

拠
か
あ
る
や
。

●
箋
25-
２

吾
亡
師
の
説
に
曰
く
、

『
同
類
の
助
業
は
名
を
存
し
て
相
を
存
せ
ず
』

『
異
類
の
助
業
は
名
も
ま
た
存
せ
ず
』
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▼
芟
25-

２

故
芿
園
は
有
名
の
智
士
な
り
、
斯
か
る
無
稽
の
妄
説
は
な
さ
じ
。

●
箋
25-
３

す
で
に
雑
行
の
名
の
別
に
呼
ぶ
べ
き
あ
る
を
以
て
な
り
。
鈔
の
文
は
そ
の
要
、

「
傍
」
の
字
に
あ
り
。
た
と
い
信
後
の
所
用
に
傍
正
あ
り
と
云
う
証
を
成
ず
べ
し
と

い
え
ど
も
、
何
ぞ
報
恩
行
に
助
正
を
立
す
る
証
を
成
ぜ
ん
。
こ
の
所
論
、
一
報
恩
中

に
於
て
、
類
に
傍
正
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
給
う
る
な
り
。

▼
芟
25-

３

傍
は
廃
す
る
こ
と
な
り
。
開
山
は
釈
し
て
「
さ
し
お
く
」
と
訓
じ
給
え
り
。
傍
に

ま
し
ま
す
こ
と
（
安
心
）
は
、
助
業
を
助
業
の
如
く
す
る
こ
と
（
行
儀
）
な
り
。
こ

の
中
の
所
論
は
、
助
正
を
忌
み
て
傍
正
を
分
か
つ
。
傍
正
と
助
正
と
果
た
し
て
何
の

懸
隔
あ
る
や
。

※

私
謂
く

相
続
に
傍
正
あ
れ
ど
も
、
助
正
（
本
願
行
相
発
、
非
本
願
行
非
相
発
）

の
相
違
は
見
ざ
る
な
り
。

●
箋
25-

４

も
し
強
い
て
助
正
の
証
と
せ
ん
と
な
ら
ば
妨
げ
あ
り
。
誦
経
も
報
恩
の
た
め
に
発

起
し
た
ま
い
。
教
人
信
も
ま
た
報
恩
の
行
と
し
た
ま
う
。
所
傍
と
所
専
と
同
一
の
報

恩
た
ら
ば
、
こ
の
間
に
お
い
て
助
正
を
見
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
又
、
教
人
信
は
仏
慧

功
徳
を
褒
め
し
む
る
所
の
広
讃
な
れ
ば
、
助
業
の
摂
な
り
。
所
傍
所
専
共
に
助
業
と

な
る
べ
し
。

▼
芟
25-

４

教
人
信
は
正
助
二
業
を
行
ず
る
所
為
な
り
。
行
法
の
名
に
は
非
ず
。
化
他
の
本
意

は
、
正
し
く
唯
称
名
に
し
て
、
読
誦
は
勧
進
の
資
縁
な
り
。
是
れ
其
の
助
正
を
分
か

つ
所
以
な
り
。

第
四
の
称
名
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
本
願
、
是
れ
其
の
弘
通
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
な

り
。
本
願
独
り
自
ら
弘
ら
ず
、
諸
行
を
以
て
之
を
弘
通
す
。
前
三
後
一
あ
る
所
以
な

り
。
所
弘
通
の
も
の
を
正
業
と
し
、
之
を
弘
通
す
る
も
の
を
助
業
と
す
（
ｐ
401
）

※

私
謂
く

こ
の
義
、
一
の
称
名
を
以
て
、
所
勧
所
為
と
な
す
が
、
称
名
は
又
、
行

儀
の
中
心
な
れ
ば
、
能
勧
能
為
の
意
も
あ
る
べ
し
。
一
の
称
名
能
所
を
兼

ね
る
義
相
、
未
詳
。

所
勧
は
但
称
に
非
ず
し
て
、
名
義
（
生
起
本
末
）
を
聞
信
せ
し
む
る
に

非
ず
や
。

●
箋
26
（
Ｐ
362
）

已
上
の
二
文
、
倶
に
証
を
成
ず
べ
か
ら
ず
。
そ
の
理
証
も
不
可
な
る
こ
と
を
通
ぜ

ん
。

▼
芟
26
（
Ｐ
444
）

文
証
、
遣
る
こ
と
を
得
ず
。
理
証
、
亦
能
く
撥
す
る
所
に
非
ず
。

●
箋
27-

１
（
Ｐ
362
）

助
正
は
、
も
と
往
生
の
業
因
を
簡
ぶ
よ
り
起
る
判
目
な
る
こ
と
、
前
に
弁
ず
る
が

如
し
。
集
は
助
の
中
に
同
類
異
類
を
弁
じ
て
、
一
切
善
法
、
こ
の
助
業
の
中
に
摂
す

る
。
今
家
の
行
儀
、
も
し
こ
の
助
正
に
依
ら
ば
、
諸
善
通
じ
て
報
恩
の
行
な
り
と
云

う
べ
く
。
若
し
然
ら
ば
権
実
混
修
と
な
る
べ
し
。

▼
芟
27-

１
（
Ｐ
444
）

助
正
は
行
儀
門
の
施
設
に
し
て
、
報
恩
の
業
事
な
る
こ
と
、
異
解
す
べ
か
ら
ず
。

異
者
、
異
類
の
助
業
と
い
う
も
の
、
雑
行
と
一
つ
の
こ
と
と
謂
う
。
行
体
は
一
つ

な
れ
ど
、
其
の
心
相
不
同
に
就
い
て
、
或
い
は
助
業
と
名
づ
け
、
亦
雑
行
と
云
う
。

自
力
心
を
も
っ
て
行
ず
れ
ば
、
雑
行
と
名
づ
く
。
他
力
心
を
も
っ
て
行
ず
れ
ば
、
助

業
と
名
づ
く
。

造
像
起
堂
、
燃
灯
焼
香
、
異
類
の
事
、
甚
だ
多
し
。
所
執
の
五
念
門
の
中
、
此
の

事
有
り
や
。
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異
者
、
行
者
混
修
を
も
っ
て
、
権
実
を
壊
す
と
云
う
も
、
法
体
、
何
ぞ
壊
せ
ん
。

●
箋
27-

２

故
に
五
念
門
に
依
っ
て
五
正
行
に
依
ら
ず
と
云
う
は
、
純
真
不
帯
仮
た
る
こ
と
を

顕
さ
ん
が
為
な
り
。
若
し
教
意
同
帰
の
辺
に
は
礼
念
も
又
念
仏
な
り
（
五
念
一
念

仏
）。

▼
芟
27-

２

或
い
は
、
受
行
に
就
い
て
、
権
実
を
壊
す
と
難
ず
る
か
。
然
れ
ば
、
天
下
の
匹
夫

匹
婦
、
五
念
一
念
仏
を
解
せ
ざ
る
者
は
、
報
恩
を
成
ぜ
ず
と
せ
ん
か
。
受
行
の
要

は
、
旨
帰
（
念
仏
）
に
惑
わ
ざ
る
に
あ
り
。

五
念
一
念
仏
と
は
、
是
れ
人
情
の
妄
説
に
し
て
、
行
者
所
応
修
と
す
る
に
至
っ
て

は
、
五
念
亦
助
正
を
分
か
つ
。
黒
谷
の
五
念
も
南
無
阿
弥
陀
仏
等
と
云
え
る
は
、
正

業
を
以
て
助
業
を
統
べ
る
の
謂
な
り
。

▽
芟　

因
云
（
Ｐ
448
）

三
輩
の
三
義
、
初
の
廃
立
は
安
心
な
り
、
次
の
助
正
は
行
儀
な
り
、
後
の
傍

正
は
教
相
な
り
。
こ
の
三
、
皆
終
南
の
釈
に
原
く
。

初
義
は
付
属
の
釈
に
よ
り
、
次
の
義
は
就
行
立
信
の
釈
に
よ
る
。
後
義
は
玄

義
分
に
要
門
弘
願
を
判
じ
て
、
二
尊
教
を
分
か
つ
と
き
は
傍
正
の
教
意
な
り
。

傍
正
と
は
、
猶
権
実
と
曰
う
が
如
し
。
念
仏
と
諸
行
と
の
真
実
方
便
、
随
自
随

他
の
二
意
を
判
ず
る
な
り
。

今
家
の
古
老
、
廃
助
傍
を
以
て
、
次
い
で
の
如
く
、
大
谷
、
鎮
西
、
小
坂
に

当
つ
。
後
の
学
者
、
堅
執
し
て
已
ま
ず
。
助
正
・
傍
正
は
大
谷
の
一
流
に
絶
え

て
無
き
こ
と
と
思
う
。

●
箋
27-

３

今
家
の
正
意
は
、
安
心
・
行
儀
共
に
廃
立
を
先
と
す
。
廃
立
の
安
心
に
準
則
す
る

安
心
な
ら
ば
、
行
儀
も
廃
立
に
帰
す
べ
し
。

安
心
廃
立
は
、
一
切
の
機
作
を
廃
す
。
称
名
正
業
と
云
え
ど
も
、
生
因
と
計
す
る

と
き
は
、
復
こ
れ
を
廃
す
。

行
儀
廃
立
は
、
余
仏
に
係
属
し
、
余
乗
他
土
に
共
通
す
る
も
の
を
廃
す
。
大
悲
廻

向
の
本
主
に
対
す
る
を
以
て
、
報
恩
の
行
と
す
る
。
た
だ
弥
陀
一
仏
を
安
置
し
て
、

弥
陀
の
脇
士
と
い
え
ど
も
な
お
除
き
て
安
置
せ
ず
。
何
な
る
愚
機
に
被
ら
し
む
る
と

も
惑
う
と
こ
ろ
な
き
も
の
、
今
家
の
行
儀
な
り
（
行
儀
廃
立
）。

有
相
の
凡
夫
は
そ
の
物
あ
れ
ば
そ
の
情
な
き
こ
と
能
わ
ざ
る
が
故
に
（
Ｐ
359
）

故
に
、
報
恩
の
行
は
、
正
行
に
限
り
て
、
雑
行
に
通
ぜ
し
め
ず
。

▼
芟
27-

３
（
Ｐ
453
）

廃
立
の
名
は
安
心
に
局
っ
て
行
儀
に
通
ぜ
ず
。
惑
を
釈
す
如
き
に
至
っ
て
は
、
廃

立
安
心
こ
れ
の
み
。
豈
に
行
儀
の
能
く
尽
く
す
所
な
ら
ん
や
。

他
力
信
心
一
発
已
後
、
出
世
に
ま
れ
世
間
に
ま
れ
、
一
切
行
を
通
じ
よ
く
随
順
し

て
伝
化
教
人
し
て
、
成
報
仏
恩
の
も
の
、
行
儀
に
非
ざ
る
な
し
。

異
者
、
本
尊
を
立
て
る
の
み
を
行
儀
と
す
。
そ
の
読
誦
礼
拝
等
の
奉
事
は
せ
で

も
、
あ
り
な
ん
も
の
と
す
る
か
。

※

私
謂
く

石
泉
義
は
、
称
名
対
余
行
を
以
て
、
廃
立
を
示
し
、
助
正
を
談
ず
。

行
々
相
対
し
て
、
廃
立
は
究
竟
す
と
云
う
。
こ
の
行
々
相
対
、
行
儀
の
上

で
は
助
正
と
な
る

芿
園
義
は
、
信
疑
を
以
て
廃
立
を
談
ず
。
弥
陀
行
（
他
力
報
恩
）
と
諸

仏
行
（
自
力
行
）
を
相
対
し
て
行
儀
を
正
す
。

評
し
て
謂
く
、
安
心
は
内
心
の
こ
と
な
り
。
起
行
を
以
て
し
て
は
、
廃

立
は
談
ず
る
こ
と
能
わ
ず
。
行
儀
の
整
備
は
、
暫
く
形
を
以
て
す
べ
し
。

但
内
心
の
み
で
は
、
行
儀
は
整
わ
ず
。

蓋
し
、
芿
園
義
、
報
恩
を
五
念
を
以
て
談
ず
る
は
、
聖
教
の
文
、
数
多

存
す
る
中
、
但
示
し
や
す
き
に
就
く
の
み
。
こ
れ
に
固
執
せ
よ
と
に
は
非

ざ
る
な
り
。

●
箋
28
（
ｐ
363
）

問　

廃
立
の
厳
密
な
る
は
、
終
吉
に
如
く
な
し
。
然
れ
ば
、
五
念
よ
り
も
五
正
に
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依
る
べ
し
。

▼
芟
28
（
ｐ
457
）

こ
の
問
、
北
天
玄
忠
と
終
南
吉
水
と
に
於
て
、
伝
持
の
彼
此
を
論
ぜ
ず
。

●
箋
29-
１
（
ｐ
364
）

答　

漸
次
廃
立
の
相
、
四
重
あ
り

一
、
聖
浄
。

二
、
正
雑
。

三
、
助
正
。

四
、
疑
信
。

終
吉
は
、
三
に
止
ま
り
て
、
第
四
を
蘊
す
。
註
家
は
、
第
一
よ
り
超
え
て
第
四
に

至
る
。※

私
謂
く

終
南
の
聖
教
は
、
信
心
正
因
義
を
立
て
る
一
の
拠
と
な
る
な
り
。
四
な

き
に
非
ず
。
正
信
偈
、
及
び
和
讃
を
見
つ
べ
し
。

▼
芟
29-

１
（
ｐ
457
）

四
重
整
足
せ
る
終
吉
を
無
審
と
す
。
第
一
よ
り
超
え
て
第
四
に
至
る
註
家
、
是
れ

粗
略
な
る
も
の
な
り
。

受
法
の
延
促
に
よ
ら
ば
、
信
行
先
後
す
れ
ど
、
他
力
体
一
な
り
。
中
に
於
て
何
ぞ

極
否
を
論
ぜ
ん
。
信
行
一
体
不
二
な
り
。

※

私
謂
く

石
泉
義
は
、
願
力
名
号
を
領
し
て
、
信
称
裏
表
と
な
る
。
信
称
等
分
に

し
て
、
心
口
処
が
別
な
る
の
み
と
云
い
て
、
時
は
前
後
す
れ
ど
、
信
と
称

と
に
本
末
関
係
は
無
し
と
す
。

難
じ
て
謂
く
。

若
し
然
れ
ば
、
受
法
の
事
を
依
止
す
る
所
の
法
は
、
何
な
り
や
。
信

は
、
受
法
を
的
示
す
る
心
相
な
れ
ど
も
、
受
法
の
依
止
に
非
ず
し
て
、
信

も
称
も
受
法
の
相
の
み
な
ら
ば
、
信
心
は
体
も
な
く
功
用
も
無
し
。
信
心

真
因
の
義
、
何
を
以
て
か
立
せ
ん
。

今
謂
く
。

他
力
の
能
信
、
功
あ
っ
て
名
号
を
受
持
し
、
こ
れ
を
機
上
に
働
か
し
む

る
。
是
れ
菩
薩
初
発
心
の
十
地
の
行
（
念
仏
）
を
能
く
保
つ
が
如
し
。
故

に
、
菩
薩
の
真
実
行
信
に
次
い
で
、
如
来
の
行
信
に
よ
る
こ
と
を
明
せ
り

（
行
信
利
益
）。
こ
の
信
力
、
名
号
功
徳
を
籌
量
信
受
す
（
浄
地
品
）。
こ

の
不
破
壊
不
動
の
心
相
こ
そ
、
必
得
作
仏
の
相
な
り
（
地
相
品
）。

●
箋
29-

２

約
教
の
廃
立
は
正
雑
助
正
の
判
、
実
に
精
解
な
れ
ど
、
た
だ
信
じ
て
疑
わ
ざ
る
の

他
、
機
の
受
行
な
き
も
の
、
是
れ
他
力
の
極
致
な
り
。
下
品
十
念
も
無
上
信
心
に
依

止
し
て
生
ず
。
讃
嘆
称
名
も
信
を
得
ざ
れ
ば
不
如
実
と
す
。

▼
芟
29-

２

破
満
称
名
、
こ
れ
も
と
如
実
修
行
。
他
の
信
心
を
借
り
来
っ
て
、
之
を
実
を
す
る

に
非
ず
。
異
者
、
別
に
信
心
の
有
っ
て
開
導
し
て
、
如
実
を
得
る
と
誤
る
こ
と
勿

れ
。
彼
の
「
然
有
称
名
憶
念
」
等
の
釈
は
、
似
て
非
な
る
者
を
挙
げ
る
な
り
。

●
箋
29-

３

縱
い
称
名
の
一
行
を
正
定
業
と
教
え
給
う
と
も
、
三
不
三
信
の
誨
、
慇
懃
な
る
に

非
ず
ん
ば
、
何
を
以
て
か
願
力
の
妙
旨
に
契
わ
ん
。

▼
芟
29-

３

称
名
、
固
よ
り
信
心
と
相
応
す
。
何
ぞ
更
に
三
不
三
信
の
誨
を
須
い
て
後
に
願
力

の
妙
旨
に
契
わ
ん
や
。

●
箋
29-
４

信
疑
廃
立
を
以
て
修
入
を
示
す
は
大
経
な
り
、
真
仮
廃
立
を
以
て
機
受
を
簡
ぶ
は

観
小
二
経
な
り
。



助正問答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　page15

▼
芟
29-

４

大
経
は
信
を
表
と
し
、
観
小
二
経
は
行
を
表
と
す
る
と
は
、
古
老
の
説
な
れ
ば
、

彼
れ
強
い
て
両
途
を
分
か
つ
の
み
。
聖
教
の
意
に
非
ず
。
異
者
の
胎
化
の
経
文
を
臆

取
し
、
妄
意
に
局
分
す
る
ら
む
。

●
箋
29-
５

論
は
本
よ
り
末
に
向
か
っ
て
信
行
の
間
を
明
ら
か
に
し
、
所
立
を
示
す
に
便
あ

り
。
終
南
の
判
は
、
末
よ
り
本
に
向
か
い
て
漸
次
に
簡
ぶ
も
の
な
れ
ば
、
所
廃
を
詳

ら
か
に
す
る
に
宜
し
。

▼
芟
29-

５

助
正
に
廃
不
廃
あ
り
。
五
念
に
所
応
修
と
非
所
応
修
あ
り
。
そ
の
不
廃
と
所
応
修

と
は
相
同
ず
。
廃
と
非
所
応
修
と
は
義
意
相
異
な
り
。

●
箋
30
（
ｐ
365
）

問　

鎮
西
の
吾
祖
を
謂
い
て
玄
簡
に
依
っ
て
異
門
を
開
く
と
云
う
は
、
如
何
が
之

を
会
せ
ん
。

答　

玄
簡
は
西
河
の
所
承
、
西
河
は
終
南
の
師
な
り
。
玄
簡
に
依
る
は
即
ち
終
南

に
依
る
な
り
。

▼
芟
30
（
ｐ
463
）

さ
ら
ば
ま
た
終
南
に
依
る
は
即
ち
玄
簡
に
よ
る
と
謂
う
べ
し
。
云
何
ぞ
強
い
て
五

念
門
に
執
じ
、
助
正
を
斥
す
る
や
。

●
箋
31
（
ｐ
365
）

問　

歎
異
鈔
に
弥
陀
・
釈
迦
・
善
導
・
法
然
・
親
鸞
と
次
第
相
承
し
給
う
。
何
ぞ

終
南
に
依
ら
ず
し
て
、
玄
簡
に
依
れ
と
云
う
や
。

答　

終
南
は
直
ち
に
仏
経
に
よ
っ
て
、
古
今
楷
定
し
た
ま
う
に
よ
り
て
、
終
南
よ

り
釈
迦
と
所
承
を
示
し
給
う
。
意
、
褒
貶
を
存
す
る
に
非
ず
（
発
揮
各
別
）。
玄
簡

は
尊
崇
菩
薩
に
同
じ
。
此
の
一
文
、
何
ぞ
別
依
善
導
を
証
せ
ん
や
。

▼
芟
31
（
ｐ
463
）

異
者
、
故
ら
に
鈔
を
引
き
来
て
、
別
依
善
導
を
証
す
べ
か
ら
ず
と
云
う
。
而
し

て
、
其
の
解
釈
中
、
多
言
す
れ
ど
、
遂
に
別
依
善
導
と
み
な
す
。

【
化
巻
引
意
】

●
箋
32
（
ｐ
365
）

問　

化
巻
の
引
意
如
何
。

答　

そ
の
文
、
甚
だ
多
し
、
略
し
て
其
の
要
を
指
点
せ
ん
。

▼
芟
32
（
ｐ
464
）

開
山
、
筆
を
運
ぶ
に
、
文
字
章
句
等
、
常
を
出
る
者
多
し
。
凡
庸
、
之
れ
に
及
ぶ

こ
と
能
わ
ず
。

異
者
、
知
ら
ず
し
て
取
り
、
常
法
を
以
て
解
し
去
る
。
往
々
醜
態
を
見
る
。
愚
者

則
ち
惑
い
、
智
者
則
ち
笑
う
。

●
箋
33
（
ｐ
365
）

「
従
此
要
門
」
等
と
は
、
十
九
願
に
依
っ
て
顕
説
せ
ば
、
方
便
権
仮
を
按
じ
て

「
此
要
門
」
と
指
す
。
こ
の
「
要
門
」
の
言
に
、
方
便
真
実
の
教
を
蘊
含
す
と
云
う

べ
か
ら
ず
。

▼
芟
33
（
ｐ
464
）

仮
と
表
し
、
真
を
裏
と
す
る
。
誓
願
を
顕
説
せ
る
釈
迦
教
な
れ
ば
、
要
門
の
当
宗

は
権
仮
と
雖
も
、
誓
願
に
准
じ
て
内
に
弘
願
真
実
を
含
む
こ
と
必
せ
り
。
況
ん
や
ま

た
方
便
と
は
、
真
実
へ
の
階
梯
に
名
づ
く
。
若
し
は
る
か
に
隔
絶
せ
ば
、
何
ぞ
能
く

階
梯
せ
ん
。

●
箋
34-

１
（
ｐ
366
）

「
出
正
助
雑
」
等
と
は
、
要
門
の
行
を
明
か
す
。
こ
の
中
に
、
正
助
を
指
す
も
の

二
解
あ
り
。

一
に
は
、
正
業
と
助
業
と
を
指
す
。

こ
の
正
業
と
は
、
五
専
中
の
称
名
、
助
正
兼
行
雑
修
（
要
門
位
）
の
所
簡
な
り
、
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真
門
自
力
の
唯
称
な
り
。
機
執
に
約
し
て
取
る
故
に
、
真
門
行
を
以
て
要
門
に
属

す
。

▼
芟
34-

１
（
ｐ
467
）

唯
称
仏
名
は
、
要
門
に
非
ず
、
真
門
に
非
ず
、
正
し
く
弘
願
の
助
正
な
り

●
箋
34-

２

二
に
は
、
五
正
と
助
の
四
行
と
を
さ
す
。

▼
芟
34-

２

こ
の
解
非
な
り
。

五
正
と
四
種
助
業
と
を
正
助
と
云
う
こ
と
、
終
南
、
吉
水
、
今
家
諸
文
に
絶
え
て

無
し
。
下
文
は
正
と
曰
う
に
ち
な
み
て
五
種
正
行
を
釈
出
す
る
の
み
。

●
箋
34-

３

そ
の
二
重
に
出
す
も
の
は
、
助
正
未
分
位
と
助
正
已
分
位
と
に
約
す
。
助
正
未
分

位
は
、
五
種
総
じ
て
要
門
に
判
属
す
。
助
正
已
分
位
は
、
別
し
て
前
三
後
一
の
み
を

要
門
と
す
。
正
業
は
要
門
に
属
す
べ
か
ら
ず
。

※

私
謂
く

仮
の
五
正
は
五
専
兼
行
の
助
業
な
り
。
こ
の
中
、
専
称
を
以
て
真
門
と

す
。諸

仏
弥
陀
念
仏
は
、
要
門
中
に
あ
っ
て
も
諸
行
を
超
過
す
。
万
行
随
一

の
劣
な
る
念
仏
は
、
本
よ
り
無
き
な
り
。
要
門
の
機
、
但
そ
れ
を
解
せ
ざ

る
の
み
（
朝
日
保
寧
和
上
）。

▼
芟
34-

３

五
正
と
正
助
二
業
と
は
、
共
に
弘
願
の
作
に
目
け
て
、
開
合
の
差
の
み
其
れ
何
の

已
分
未
分
と
云
う
こ
と
有
ら
ん
。
こ
れ
宗
義
に
無
き
面
白
き
名
目
と
云
う
べ
し
。

そ
も
未
分
已
分
と
は
、
一
の
要
門
に
し
て
住
位
勝
位
等
あ
る
に
似
た
り
。
そ
の
転

昇
す
る
様
は
云
何
ぞ
や
。

助
正
は
一
具
の
法
な
り
。
そ
の
已
分
の
正
業
は
要
門
に
居
せ
ず
ば
、
何
ら
の
典
拠

あ
り
や
。

御
鈔
に
「
弥
陀
定
散
念
仏
曰
浄
土
真
門
」
と
云
う
を
以
て
拠
と
す
る
べ
か
ら
ず
。

彼
は
定
散
自
力
中
に
於
て
、
行
体
に
就
い
て
別
し
て
取
る
の
み
。

●
箋
35-

１
（
ｐ
367
）

問　

横
超
他
力
中
に
は
、
絶
え
て
礼
誦
等
を
修
せ
ず
と
す
る
や
。

答　

そ
の
漸
次
に
廃
し
て
簡
ん
で
、
こ
の
一
行
を
と
る
も
の
は
唯
真
に
し
て
仮
を

帯
び
ず
。
こ
の
「
唯
称
念
仏
名
」
を
以
て
、
行
巻
の
諸
仏
称
名
に
合
し
、
更
に
、
五

念
を
開
し
て
三
業
の
行
と
顕
す
。
故
に
、
三
業
の
起
行
を
該
し
て
正
業
と
称
す
。

▼
芟
35-

１
（
ｐ
469
）

助
業
を
傍
ら
に
し
、
選
専
正
定
業
す
る
は
、
安
心
の
方
な
り
。
二
行
章
に
五
番
の

得
を
論
じ
て
、
弘
願
の
行
と
す
る
は
、
起
行
の
方
な
り
。
安
心
に
は
廃
し
、
起
行
に

は
兼
ぬ
。

唯
称
仏
名
と
は
、
例
せ
ば
、
唯
識
と
は
た
だ
心
王
を
表
と
す
れ
ど
、
実
に
心
数
を

兼
ぬ
る
が
如
し
。
こ
の
答
釈
、
偏
に
安
心
に
執
じ
て
、
起
行
門
を
忘
れ
る
も
の
な

り
。

●
箋
35-

２

問　

こ
の
「
唯
称
念
仏
名
」
と
下
文
の
「
唯
称
仏
名
」
と
同
異
云
何
。

答　

古
に
二
説
あ
り
。
淡
谷
師
（
古
貫
）
は
異
と
す
。
こ
れ
は
弘
願
、
下
は
真
門

な
り
。

▼
芟
35-

２

陳
善
院
（
僧
僕
）
は
同
と
な
す
。
甚
だ
祖
意
を
得
た
り
。
上
に
弁
ず
る
が
如
し
。

●
箋
35-

３

問　
「
専
名
」
と
「
唯
称
仏
名
」
と
、
そ
の
別
云
何
。

答　
五
専
は
、
五
行
各
生
と
執
じ
、
各
自
に
一
行
を
専
ら
に
す
。
専
称
は
、
た
だ

易
の
義
を
知
り
て
、
勝
義
を
解
せ
ず
。
故
に
、
要
門
に
属
す
。
真
門
は
、
勝
義
を
解

す
。
唯
称
の
言
、
其
の
勝
義
を
顕
す
。
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▼
芟
35-

３

五
種
正
行
は
正
助
二
業
は
、
本
是
れ
弘
願
の
行
に
し
て
、
義
を
以
て
要
門
に
通
ず

る
の
み
（
以
能
迷
釈
所
迷
）。

●
箋
35-
４

助
正
間
雑
す
る
も
の
、
二
種
あ
り
。
た
だ
易
を
知
っ
て
、
勝
を
知
ら
ず
。
一
に

は
、
諸
行
の
分
際
と
異
な
る
こ
と
な
し
。
二
に
は
、
少
し
く
勝
を
知
る
と
雖
も
、
究

竟
じ
て
知
ら
ず
。
受
行
の
相
、
諸
行
と
別
な
し
。

▼
芟
35-

４

少
し
く
知
る
等
と
は
、
こ
の
こ
と
未
詳
。
真
門
の
「
助
正
間
雑
」
と
云
う
は
、
法

を
正
と
し
、
機
を
助
と
す
。
機
法
、
相
い
ま
じ
わ
る
が
故
に
、「
間
雑
」
と
い
う
。

※

私
謂
く

こ
の
助
正
の
二
字
の
釈
、
弘
願
助
正
（
君
臣
の
義
）
と
相
違
す
る
な

り
。

●
箋
35-

５

二
巻
鈔
に
要
門
六
種
の
行
を
以
て
、
総
じ
て
助
業
と
名
く
。
こ
れ
間
雑
の
甚
だ
し

き
も
の
な
り
。

▼
芟
35-

５

二
巻
鈔
は
、
彼
の
弥
陀
定
散
念
仏
を
除
く
故
に
、
六
種
、
実
に
助
業
な
り
。
正
助

に
同
じ
て
、
謂
い
て
助
業
と
な
す
に
は
非
ざ
る
な
り
。

●
箋
36-

１
（
ｐ
369
）

化
巻
の
意
は
助
正
を
立
す
る
に
非
ず
。
た
だ
、
助
正
を
判
ず
る
の
み
。

▼
芟
36-

１
（
ｐ
472
）

助
正
は
も
と
弘
願
の
法
門
な
り
。
そ
の
法
体
の
相
、
同
じ
き
を
以
て
、
且
く
助
正

の
名
を
要
門
に
通
じ
て
説
く
（
以
能
迷
釈
所
迷
）。
助
は
自
存
せ
ず
、
故
に
唯
称
仏

名
と
云
う
、
こ
れ
弘
願
の
専
修
な
り
。

●
箋
36-

２

要
門
の
専
雑
は
通
じ
て
分
斉
を
論
ず
れ
ど
、
雑
修
に
摂
す
。

▼
芟
36-

２

要
門
の
行
は
、
往
生
の
為
に
し
て
報
恩
に
非
ず
。
一
往
助
正
を
以
て
之
れ
を
呼
べ

ど
も
、
助
正
の
実
義
な
し
。
遂
に
名
づ
け
て
雑
修
と
為
す
。

●
箋
36-

３

真
門
、
弘
願
は
倶
に
こ
れ
専
修
に
し
て
、
能
修
の
心
に
専
雑
異
あ
り
。

▼
芟
36-

３

真
門
の
行
者
は
助
業
に
執
ぜ
ず
と
雖
も
、
自
力
心
を
以
て
名
号
を
称
念
す
。
助
は

其
の
自
力
心
、
他
力
の
法
と
自
力
の
心
と
合
揉
し
た
る
を
、
助
正
間
雑
と
名
づ
く
。

助
正
に
し
て
間
雑
と
云
い
、
雑
修
と
な
る
。

●
箋
36-

４

大
谷
の
大
成
に
至
り
て
、
助
を
以
て
報
恩
行
儀
を
談
ず
る
も
の
を
見
ず
。

▼
芟
36-

４

助
正
は
弘
願
中
の
報
恩
の
軌
則
に
し
て
、
行
儀
の
起
こ
る
や
、
必
ず
安
心
を
根
底

と
す
。

異
者
、
大
谷
の
大
成
に
こ
の
こ
と
を
見
ず
と
云
う
。
見
ざ
る
は
眼
無
き
為
な
り
。

五
念
ま
た
行
儀
と
な
し
、
五
正
正
助
を
要
門
と
な
す
。
皆
、
聖
意
の
所
在
を
知
ら
ざ

る
な
り
。

●
箋
37
（
ｐ
370
）

問　

汝
、
念
報
の
仏
恩
の
行
は
、
異
類
に
通
ず
べ
か
ら
ず
と
云
う
。
若
し
然
ら

ば
、
七
祖
の
行
儀
は
云
何
が
之
を
会
す
や
。

▼
芟
37
（
ｐ
474
）

七
祖
を
問
わ
ず
と
も
、
開
山
よ
り
し
て
世
々
の
宗
主
、
吾
人
末
弟
に
至
ま
で
、
皆
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剃
髪
し
衲
を
著
し
出
家
の
一
分
た
り
（
上
輩
）。
ま
た
、
世
々
堂
を
興
し
、
像
を
安

ず
る
の
施
作
あ
り
（
中
輩
）。
ま
た
、
父
母
師
長
に
孝
順
す
（
下
輩
・
中
下
品
？
）。

仍
ち
是
れ
異
類
の
行
に
し
て
、
開
山
已
来
通
修
す
る
と
こ
ろ
な
り
。

●
箋
38-
１
（
ｐ
370
）

大
人
の
所
作
は
、
一
々
に
凡
夫
の
通
軌
と
す
べ
き
に
非
ず
。
真
宗
の
正
意
は
、
何

な
る
下
機
も
修
し
易
く
、
惑
う
こ
と
な
き
も
の
な
り
。

先
ず
、
持
戒
は
こ
れ
仏
法
の
通
軌
に
順
ず
る
も
の
な
り
。
真
実
の
持
戒
も
信
機
の

所
導
な
れ
ば
、
持
相
も
忘
れ
、
吉
水
、
円
戒
を
持
し
て
な
お
自
ら
十
悪
の
法
然
房
と

の
た
ま
う
が
如
し
。

高
祖
の
如
き
は
、
末
代
の
時
機
を
鑑
み
て
、
出
家
の
外
儀
を
し
て
、
全
く
在
家
と

別
な
か
ら
し
む
。

▼
芟
38-

１
（
ｐ
474
）

願
意
、
為
凡
な
り
と
雖
も
、
実
に
上
下
を
該
通
す
。

大
谷
の
製
作
を
示
し
て
報
恩
と
な
す
。
其
れ
下
機
の
及
ぶ
べ
き
に
非
ず
。
こ
の
為

に
惑
者
あ
る
を
聞
か
ず
。
黒
谷
は
聖
で
念
仏
申
さ
れ
ず
ば
、
妻
を
た
く
わ
え
よ
と
云

う
。
七
祖
と
大
谷
と
必
ず
し
も
相
異
せ
ず
。

上
の
所
論
を
以
て
せ
ば
、
七
祖
は
皆
為
凡
の
願
意
を
昧
却
す
る
も
の
な
り
。

●
箋
38-

２

能
修
の
用
心
は
、
報
恩
の
意
楽
よ
り
出
ざ
る
こ
と
な
し
。
さ
れ
ば
と
て
、
所
修
の

行
体
は
、
こ
れ
ま
た
報
恩
の
行
業
な
り
と
該
判
す
べ
か
ら
ず
。
縱
い
化
他
助
成
の
用

あ
り
と
も
、
異
類
の
善
を
以
て
報
恩
行
に
属
す
べ
か
ら
ず
。

▼
芟
38-

２

修
行
の
旨
帰
、
豈
に
解
修
の
心
に
由
ら
ざ
る
も
の
有
り
や
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、

如
来
本
願
行
な
れ
ど
も
、
疑
心
に
之
を
行
ぜ
ば
自
力
と
な
る
。
造
像
起
寺
、
孝
順
父

母
師
長
は
、
異
類
の
法
な
れ
ど
、
信
後
に
之
れ
を
行
ぜ
ば
報
恩
に
な
る
。
信
後
の
起

行
は
、
意
、
化
他
に
あ
り
。

【
後
述
】

●
箋
39
（
ｐ
371
）

上
来
は
、
吾
師
伝
の
意
に
依
っ
て
、
祖
訓
を
窺
い
異
文
を
会
す

▼
芟
39
（
ｐ
477
）

上
の
所
論
、
十
に
一
二
も
見
つ
べ
き
な
し
。
故
芿
園
は
、
頗
る
字
義
を
精
熟
す
る

も
の
な
り
。
か
か
る
杜
撰
の
説
を
な
さ
じ
。
こ
れ
み
な
異
者
の
胸
臆
よ
り
出
た
る
こ

と
な
ら
ん
。
ま
こ
と
に
彼
の
説
な
ら
ば
、
捨
て
て
取
る
こ
と
な
か
れ
。

●
箋
40-

１
（
ｐ
371
）

社
友
道
命
、
龍
原
の
命
に
奉
じ
て
、
行
儀
助
正
の
有
無
を
弁
ず
。
篇
成
っ
て
、
道

振
を
し
て
こ
れ
を
読
ま
し
む
。
こ
れ
同
異
を
試
み
ん
に
、
一
義
も
疑
う
べ
く
な
し
。

実
に
一
口
よ
り
出
で
た
る
が
如
し
。

▼
芟
40-

１
（
ｐ
477
）

此
の
上
の
叙
異
は
、
実
に
命
・
振
二
人
が
手
に
出
る
も
の
な
り
。
二
人
、
し
ば
し

ば
会
合
し
、
そ
の
肝
髄
を
埓
出
し
、
葉
子
ま
さ
に
成
る
。
世
間
の
耳
目
、
見
聞
し
て

隠
さ
ず
。
何
ぞ
尚
偽
っ
て
、
始
め
て
読
む
と
い
う
や
。

●
箋
40-

２

唯
、
恨
む
ら
く
は
、
息
諍
和
合
の
儀
、
こ
れ
よ
り
絶
え
ん
こ
と
を
。
命
、
之
を
慮

り
、
四
歳
黙
止
す
。
時
勢
の
息
む
べ
か
ら
ざ
る
也
。
斯
の
挙
あ
る
に
至
る
。

▼
芟
40-

２

四
年
の
黙
止
、
ま
こ
と
に
息
諍
の
為
な
ら
ば
、
な
ど
処
々
に
流
言
し
て
、
妄
り
に

誹
謗
の
な
さ
し
め
し
ぞ
。
ひ
そ
龍
原
に
か
ま
へ
て
、
叡
を
亡
き
も
の
に
せ
ん
と
企
て

し
に
、
か
し
こ
く
も
暗
裁
し
た
ま
わ
ず
。
大
い
に
窮
し
、
の
が
れ
得
ず
、
今
な
む
こ

の
葉
子
を
出
し
た
り
。

●
箋
40-
３
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吾
輩
は
半
僧
、
何
ぞ
妄
り
に
他
の
耆
宿
に
非
議
せ
ん
。
奈
ん
せ
ん
、
師
承
異
あ

り
、
所
解
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
。

▼
芟
40-

３

そ
れ
師
と
い
う
は
、
実
に
仏
と
及
び
相
承
の
祖
師
の
み
。
芿
園
は
さ
て
お
き
、
深

諦
は
正
し
き
教
授
の
師
な
り
。
そ
れ
さ
へ
聖
教
の
文
理
に
非
ず
と
お
も
う
光
お
ば
と

ら
ず
。
ま
し
て
そ
の
余
を
や
。

●
箋
40-

４

仰
ぎ
願
く
ば
、
斯
の
篇
を
見
ん
人
、
情
を
棄
て
て
義
を
検
し
、
以
て
和
合
の
壊
す

る
こ
と
無
か
ら
ん
こ
と
を
。

▼
芟
40-

４

こ
の
葉
子
は
情
巣
に
沈
没
す
る
諢
話
な
り
。
愚
人
、
こ
の
情
説
を
聞
か
ば
、
い
よ

い
よ
人
情
を
厚
く
し
、
火
に
薪
を
添
え
る
が
如
し
。
法
門
に
と
り
て
は
、
一
大
不
幸

と
い
う
べ
し
。（
終
）


